
「国から補助・委託等を受けている公益法人に関する調査」の勧告に対するその後の改善措置状況 

平成26年４月24日 

 
【勧告先】 内閣府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会（警察庁）、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、 
              財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省 
【勧告日】 平成24年７月31日 
【一回目の回答日】 平成25年１月31日～25年３月 １日 
【二回目の回答日】 平成26年４月14日～26年４月18日 
              （改善措置状況は、平成26年３月１日現在のもの） 

 

１ 国から公益法人等（※）への支出の状況 
（１） 一者応札・一者応募となっている契約等における参入拡大のための措置の促進  

 
 
 （例） 
   ・過去の事業実績を入札参加条件としているもの等 
 
   ・事業実績配点比率が能力・提案内容の配点比率 
     に比べて高いもの 

   

 
 

   

   
 

（※）国所管の特例民法法人から一般社団・財団法人法及び公益法人認定法に基づく法人へ移行した法人及び国所管の特例民法法人 

○改善措置を講じたもの               
○今後改善措置を講ずることとしているもの  ２件 
※事業が終了したもの               
 
（例） 

  ・過去の事業実績・経験を入札参加条件等とせず、参入要件を拡大した 
  もの   （厚生労働省、経済産業省） 
 ・事業実績配点比率の見直し（100分の30以内）を行い審査の公平性を 
   確保した結果、一者応札が改善されたもの  （経済産業省、環境省） 

 

 
 
  （例） 
  ・説明会開催日から提案書提出日までの期間が不十分 
     と考えられるもの 
  ・開札日から履行開始日までの期間が不十分と考えら 
    れるもの 
 

 
 

 
 ○改善措置を講じたもの             
 ○今後改善措置を講ずることとしているもの １件 
 ※事業が終了したもの               
 
 （例） 

  ・説明会開催日から提案書提出日まで十分な期間（18日間等）等を 
   確保した結果、一者応札が改善されたもの  （環境省） 
    ・開札日から履行開始日まで十分な期間（６日間から１か月間等）が 
   確保されたもの   （経済産業省、環境省） 
  

主な勧告概要（調査結果） 主な改善措置状況 

① 参入要件等の見直し  
 
  

 
② 契約準備期間等の確保  
 
   

  ○指摘事項 14件 
 
  
 
 
  

  ○指摘事項 41件 
 
  
 
 
  

   

 
 

   

   
 

  ８件 
 
  
 
 
  

  24件 
 
  
 
 
  

  ４件 
 
  
 
 
  

  16件 
 
  
 
 
  



 
 
 （例） 
   ・業務内容が広範囲で、全てを一括して実施できる事業者が 
      限定されてしまうおそれのあるもの 

  
 ○改善措置を講じたもの ３件 
 
 （例） 

   ・業務内容の見直しを行い、事業を２つに分割した結果、一者応札が 
       改善されたもの  （総務省、環境省） 

 
③ 事業の分割化  
 
    ○指摘事項 ３件 
 
  
 
 
  

（２） 競争性のない随意契約の適正化 

①  複数年度にわたる事業における２年目以降の競争性のない随意契約の見直し等 
 
  

 
 （例） 
   ・複数年度にわたる事業で、開始年度の翌年度以降随意契 
   約を締結しているが、同一事業者と継続して随意契約とす 
   る必要性が精査されていないもの 

  ○指摘事項 20件 
 
  
 
 
  

○改善措置を講じたもの 14件 
※事業が終了したもの    
  
 （例） 
   ・調達手続を、毎年度の一般競争入札（総合評価落札方式）へ移行 
   したもの  （環境省） 
   ・やむを得ず随意契約を締結する場合、その必要性の精査を実施し 
   たもの   （外務省、経済産業省、環境省） 

 

 
② 再委託先の指定の見直し等 
 
  
  

 
 （例） 
   ・仕様書に再委託先及び契約金額を記載しており、実質的に 
    競争性のない随意契約となっているもの 

 ○改善措置を講じたもの ４件 
 ※事業が終了したもの    
 
  （例）  
    ・仕様書の見直しにより再委託先の指定を取りやめたもの 
     （環境省） 
     ・やむを得ず再委託先を指定したが、仕様書に理由を明記して透明 
     性を確保したもの     （環境省） 
  

  ○指摘事項 ６件 
 
  
 
 
  

   

 
 

   

   
 

   

 
 

   

   
 

   

 
 

   

   
 

  ６件 
 
  
 
 
  

  ２件 
 
  
 
 
  



（３） 公益法人への支出に対する自己点検表の活用 

  ○17府省に要請 
 
    （要請内容） 
   各府省は、自己点検表を公益法人に対する支出の 
   点検・見直しに活用するとともに、内閣官房は、各府 
   省の点検見直し状況の取りまとめを行うこと 
  

  
（指摘内容） 
  複数者指定等が可能な制度のうち、実態上一者指定 
  等となっている制度で参入促進の取組を行っていない 
 制度は、積極的な参入促進に努めること 
 

２ 実態上一者指定等となっている権限付与の参入促進の取組 
 

 ○17府省で対応 
 
  （対応内容） 
   平成24年度の公益法人への支出に係る点検・見直しを 
     実施 
 
   （自己点検表の活用例） 
      ・受注実績を官公庁に限定しないよう参入要件を見直し 

 

 ○参入促進の取組を行っているもの 66制度 
 
  ○指定制度が廃止されたものなど   ５制度 
 

  ○指摘 71制度 
 
  
 
 
  

   

 
 

   

   
 

   

 
 

   

   
 



                            

国から補助・委託等を受けている公益法人に関する調査結果に基づく勧告に対する 
改善措置状況（２回目のフォローアップ）の概要 

 
【調査の実施時期等】  
 １ 実施時期 平成 23 年５月～24 年７月 
 ２ 調査対象機関 (1) 内閣府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会（警察庁）、金融庁、消費者庁、総務省、法

務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
及び防衛省 

(2) 国の所管する公益法人のうち、国家公務員出身の常勤理事が在職する 80 法人 
  
【勧告日及び勧告先】 平成 24 年７月 31 日 内閣府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会（警察庁）、金融庁、 

消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、 
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省 

  
【回答年月日】 平成 25 年１月 31 日～25 年３月１日 

内 閣 府 平成 25 年２月 22 日 宮 内 庁 平成 25 年２月 21 日 公正取引委員会 平成 25 年２月 21 日 
国家公安委員会(警察庁) 平成 25 年３月１日 金 融 庁 平成 25 年２月 26 日 消 費 者 庁 平成 25 年２月 22 日 
総 務 省 平成 25 年２月 27 日 法 務 省 平成 25 年２月 26 日 外 務 省 平成 25 年３月１日 
財 務 省 平成 25 年３月１日 文 部 科 学 省 平成 25 年２月 28 日 厚 生 労 働 省 平成 25 年３月１日 
農 林 水 産 省 平成 25 年２月 25 日 経 済 産 業 省 平成 25 年２月 19 日 国 土 交 通 省 平成 25 年２月 22 日 
環 境 省 平成 25 年２月 27 日 防 衛 省 平成 25 年１月 31 日   

 
【その後の改善措置状況に係る回答年月日】 平成 26 年４月 14 日～26 年４月 18 日 

内 閣 府 平成 26 年４月 14 日 宮 内 庁 平成 26 年４月 15 日 公正取引委員会 平成 26 年４月 15 日 
国家公安委員会(警察庁) 平成 26 年４月 15 日 金 融 庁 平成 26 年４月 17 日 消 費 者 庁 平成 26 年４月 17 日 
総 務 省 平成 26 年４月 17 日 法 務 省 平成 26 年４月 16 日 外 務 省 平成 26 年４月 18 日 
財 務 省 平成 26 年４月 15 日 文 部 科 学 省 平成 26 年４月 17 日 厚 生 労 働 省 平成 26 年４月 17 日 
農 林 水 産 省 平成 26 年４月 15 日 経 済 産 業 省 平成 26 年４月 16 日 国 土 交 通 省 平成 26 年４月 14 日 
環 境 省 平成 26 年４月 17 日 防 衛 省 平成 26 年４月 17 日   

 
【調査の背景事情】 
○ 公益法人等への補助･委託等については、｢政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成 21 年 12 月 25 日閣議決定)におい

て、行政からの支出又は権限の付与により実施している政府関連公益法人の事務・事業について、徹底的な見直しを行うこととさ
れるとともに、行政刷新会議における事業仕分けや「独立行政法人・政府系公益法人等の抜本改革に向けた当面の進め方｣(平成 22
年６月 18 日行政刷新担当大臣)に基づく各府省の見直し等が行われてきたところ 

〇 上記閣議決定においては、行政からの支出等が国家公務員出身者の報酬の財源を確保する手段となっているのではないかという
批判があることを踏まえ、国民的な視点から徹底的に見直すこととされており、特に、国家公務員出身者が常勤理事として法人運
営に深く携わっている公益法人について、当該法人に対する国からの支出等の競争性、透明性の確保が厳格に図られていることが
必要 

○ 本調査は、国から公益法人への補助・委託等について、一層の競争性・透明性を確保する観点から、国から公益法人等に対する
契約等による支出や、権限付与の状況等について調査 
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主な勧告事項 関係府省が講じた改善措置状況 

１ 国から公益法人等への支出の状況 

(1) 一者応札・一者応募となっている契約等における参入拡大

のための措置の促進 

 ア 参入要件等の見直し 

（所見） 

① 一般競争入札等において一者応札・一者応募となっている

契約については、新規参入の障害となっている事業の実績等

の競争参加条件の撤廃や適切な情報開示等の見直しを行い、

一般競争入札等への参加者の拡大を図ること。 

  また、事業の実績等については、競争参加条件とせず、総

合評価落札方式、企画競争における審査項目として評価する

ことを検討する等、入札参加者の拡大に努めること。 

（説明） 

［問題を取り巻く環境］ 

○ 一般競争入札、企画競争、公募等の競争性のある調達方式で

の応札者、応募者が一者となっている契約（以下「一者応札・

一者応募」という。）については、「随意契約の適正化の一層の

推進について」（平成 19 年 11 月２日公共調達の適正化に関す

る関係省庁連絡会議）において、競争性確保の徹底の観点から、

全ての府省において第三者機関による重点的な監視を求めら

れているところである。 

  また更に、「政府系の公益法人が行う事業の横断的見直しに

ついて」（平成 22 年６月 15 日行政刷新会議決定）においても、

競争入札等により国等が公益法人向け支出を行っている場合

において、競争性の発現が阻害されていることがないかについ

て厳格な見直しを行い、実質的な競争性を確保することとされ

 

→１回目のフォローアップ時に確認した改善措置状況 

⇒２回目のフォローアップ時に確認した改善措置状況 

 

各府省への個別指摘事項等の概要は別紙のとおりであり、関係

府省が講じた改善措置状況は以下のとおりとなっている。なお、

整理番号は、別紙の個別指摘事項一覧の整理番号である。 
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ている。 

 

【実態及び問題点】 

 入札公告、仕様書等における競争参加条件において、参加者に

求める資格・能力、実施体制等が特定の者に限定する内容となっ

ている、仕様書の内容を実施することが可能な者が前回又は過去

に受託した者に限定されているなど、参入できる者が特定の者

（一者）となり、実質的な競争性が確保されていない例がある。 

 また、一般競争入札（総合評価落札方式）や企画競争等におい

て、過去の事業実績を要件としているため、参入できる者が限定

されており、契約の透明性や実質的な競争性の確保が十分でない

例がある。 

 

（調査結果） 

【外務省】（３件） 

○ 21 世紀パートナーシップ促進招へい事業（平成 21 年度 公募） 

公募における応募要件として、過去２年間に政府招待の外国人

賓客等に係る航空券の発券、空港送迎、宿泊、食事、自動車借受、

通訳・エスコートなどの招へい業務全般を一元的に受託した実績

を有し、そのうち１年は取扱件数 80 件以上の実績を有していな

ければならないとされており、参入事業者を限定的に絞り込む内

容となっている。 

なお、平成 22 年度以降、本事業における同条件は緩和されて

いる。 

 

○ オピニオンリーダー招待及び高級実務者招へい事業等接遇業務

（平成 21 年度 公募） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善状況＞ 

【外務省】 

→ 21世紀パートナーシップ促進招聘事業は、平成23年度から戦

略的実務者招へい事業に整理統合して実施。外務省は、両事業

につき平成22年度以降、随意契約（公募）から一般競争入札に

変更し、業務全般を一元的に受託した実績を過去２か年に複数

回有するといった条件を緩和した結果、同年度以降は複数者が

応札 

⇒ 措置済み 整理番号３ 

 

 

 

→ オピニオンリーダー招待及び高級実務者招へい事業は、平成

23年度から閣僚級招へい事業に整理統合して実施。指摘のあっ
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公募における応募要件として、過去２年間に政府招待の外国人

賓客等に係る航空券の発券、空港送迎、宿泊、食事、自動車借受、

通訳・エスコートなどの招へい業務全般を一元的に受託した実績

を有し、そのうち１年は取扱件数 40 件以上の実績を有していなけ

ればならないとされており、参入事業者を限定的に絞り込む内容

となっている。 

なお、平成 22 年度以降、本事業における同条件は撤廃されてい

る。 

 

○ 外国報道関係者招へい事業に係る業務一式（平成 21 年度 最低

価格落札方式） 

入札における参入要件として、過去２年間に政府招待の外国人

賓客等に係る航空券の発券、空港送迎、宿泊、食事、自動車借受、

通訳・エスコートなどの招へい業務全般を一元的に受託した実績

を有し、そのうち１年は取扱件数 12 件以上の実績を有していな

ければならないとされており、参入事業者を限定的に絞り込む内

容となっている。 

なお、平成 22 年度以降、本事業における同条件は撤廃されて

いる。 

 

【厚生労働省】（２件） 

○ 覚せい剤等撲滅啓発事業（平成 21 年度 企画競争、22 年度、

23 年度 総合評価落札方式） 

本事業の実施においては、現在、公益財団法人麻薬覚せい剤乱

用防止センターが所有する、特定車両（薬物標本やビデオコーナ

ーを備えた大型バス）の運行が前提となっており、当該法人以外

の者の実施が困難な内容となっている。 

た業者の限定的参入要件は平成22年度に撤廃した結果、同年度

以降は複数者が応札 

⇒ 措置済み 整理番号４ 

 

 

 

 

 

 

→ 外国報道関係者招聘事業は、指摘のあった限定的参入要件は

平成22年度に撤廃した結果、同年度以降は複数者が応募 

⇒ 措置済み 整理番号５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【厚生労働省】 

→ 覚せい剤等撲滅啓発事業は、平成 24 年度の事業者選定に当

たっては、公益財団法人麻薬覚せい剤乱用防止センターが所有

している薬物乱用防止キャラバンカー（薬物標本やビデオコー

ナーなどを備えた大型のバス）の運行を前提とせず、薬物標本

やビデオコーナーなどの啓発資材を備えた車両を準備するよう

仕様書の見直しを行い、平成 24 年１月に入札公告を実施 
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○ 原爆被爆者の免疫機能及び分子生物学等に関する研究事業（平

成 21 年度～23 年度 公募） 

公募における応募要件（特殊な技術及び設備等の条件）として、

放射線が人体に及ぼす健康影響の解明を目的とした数多くの症

例研究の実績を有していることが求められており、一般競争入

札、企画競争の前段階で実施する参入希望者の募集であるにもか

かわらず、参入事業者を限定的に絞り込む内容となっている。 

 

 

 

 

 

 

【経済産業省】（１件） 

○ ITS の規格化事業（平成 21 年度～23 年度 企画競争）                           

本事業は、ITS（高度道路交通システム）の国際規格化に係る

活動支援及び調査研究を実施するものであるが、本事業の受託に

当たり、業務の特殊性からその確実な実施を担保するためとし

⇒ 平成 25 年度の事業者選定に当たっては、一者応札の更なる

改善を図るため、啓発資材を備えた車両を前提とせず、薬物乱

用防止に関して開発又は準備した有効な資材を活用して啓発活

動を行うという要件に仕様書を見直し、平成 25 年１月に入札公

告（平成 25 年度薬物乱用防止啓発訪問事業）を行ったが、結果

は一者応札。平成 26 年度においても、事業の目的は確保しつつ、

参入拡大を図るため、更なる仕様書の見直しを行うなど、引き

続き一者応札を改善するための措置を講ずる。 整理番号２ 

 

→ 原爆被爆者の免疫機能及び分子生物学等に関する研究事業

は、当該勧告を踏まえ、平成 24 年度の事業者選定に当たっては、

公募における応募要件（特殊な技術及び設備等の条件）として、

従前「放射線が人体に及ぼす健康影響の解明を目的とした数多

くの症例研究の実績を有していること」としていたもののうち、

実績要件である「数多くの」を削除 

⇒ 平成 24 年度の事業者選定時と同様の仕様書とし（応募要件

について、23 年度以前は「放射線が人体に及ぼす健康影響の

解明を目的とした数多くの症例研究の実績を有していること」

としていたもののうち、実績要件である「数多くの」を削除）、

25 年７月に 25 年度事業の公募を行ったが、結果は一者応募。 

整理番号６ 

 

【経済産業省】 

→ ITS の規格化事業については、ISO（国際標準化機構）等の国

際会議における国際標準原案策定、提案等について継続的な実

施が必要と判断した結果、平成 24 年度は競争性のない随意契

約を締結。平成 25 年度は改めて契約方式等を検討することと
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て、過去に ISO/TC204 に関する国際会議等に参加した実績を有す

ることや、ITS に関する技術動向に関連する調査等の経験を有す

ることなど、過去の実績に係る複数の応募資格を全て満たすこと

が求められており、参入事業者を限定的に絞り込む内容となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境省（内閣府）】（１件） 

○ 科学技術基礎調査等委託（放射性廃棄物処分の安全審査指針等

に関する調査）（平成 21 年度 総合評価落札方式） 

本委託調査は、総合評価落札方式を採用しており、競争参加者

は平成 20 年度に実施した委託調査の知見を踏まえ、21 年度に実

施される調査内容について、21 年３月に提案する必要があるが、

当該時点で 20 年度の委託調査の成果報告書が作成されていない

ため、20 年度受託した者以外の者は、実質的に提案することが難

し、26 年度に事業を行う際は、過去の実績、経験を一般競争入

札等の参加要件とせずに、提案書を審査する際の評価項目とし

て、事業者を選定する予定 

⇒ ITS の規格化事業については、我が国の ITS 技術について、

ⅰ）ISO（国際標準化機構）に提案するための国際規格原案の

策定、ⅱ）国際審議に必要となるバックデータ等を検証して国

際規格原案の国内審議及びⅲ）ISO における国際標準化活動を

行うものであり、規格開発には通常３〜５年程度を要するた

め、平成 23 年度から同一の委託先が継続して実施する必要が

あると判断し、25 年度は、契約前に外部有識者で構成される

第三者委員会に意見を聴き、前年度の成果を踏まえた事業の必

要性、24 年度の取組を精査し、事業費を前年度より縮減する

等、これらの妥当性について精査を行い全委員から同一者によ

る事業の継続が妥当との見解を得た上で、競争性のない随意契

約を締結。当該事業は平成 25 年度で終了するが、今後、類似

の事業を行う場合には、過去の実績・経験を参加要件としない

など、参加者の拡大に努める。 整理番号７ 

 

 

【環境省（内閣府）】 

→ 科学技術基礎調査等委託（放射性廃棄物処分の安全審査指針

等に関する調査）について、当該勧告を受けた内閣府原子力安

全委員会は環境省原子力規制委員会の設置に伴い廃止された

組織であり、また、当該委託は平成 22 年度に終了。 

 なお、原子力規制庁では、平成 24 年 11 月 13 日、総務課業

務管理室から関係課室に対し、勧告の趣旨を踏まえ総務省が整

理した自己点検表を参考としたチェックシートの周知を行い、
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しいものとなっている。 

なお、平成 22 年度の本事業実施においては、同様の提案は求め

られていない。 

 

指導しており、今後、同様の事業を実施する際には、新規の参

入希望者に対して適切な情報開示を実施  

⇒ （平成 22 年度をもって終了） 整理番号１ 

 

（所見） 

② 一般競争入札等での提案書や企画書の審査における事業実

績が評価に影響する項目については、その配点比率を見直し、

応募者の能力、提案内容がより勘案される評価基準とするこ

と。 

（説明） 

［問題を取り巻く環境］ 

  上記参照 

 

【実態及び問題点】 

 一般競争入札（総合評価落札方式）や企画競争での提案書及び

企画書の審査において、他事業と比較すると、事業の実績が評価

に影響する項目の配点比率が能力や提案内容に関する項目の配

点比率に比べて高いため、前年度若しくは過去に当該業務又は同

種類似業務を実施した者が採点上有利になるなど、審査において

公平性が確保されていないおそれがある例がある。 

 

（調査結果） 

【外務省】（１件） 

○ IAEA 保障措置（包括的保障措置協定及び追加議定書）実施に関

する運用上の解説を含む我が国の法体系調査、及び同調査結果に

基づいた英語版資料の作成(平成 21 年度 企画競争)  

企画競争における評価について、保障措置関連の業務実績に対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善状況＞ 

【外務省】 

→ IAEA保障措置（包括的保障措置協定及び追加議定書）実施に

関する運用上の解説を含む我が国の法体系調査及び同調査結

果に基づいた英語資料版の作成」事業は、平成21年度限りの事

業。当該勧告を踏まえ、今後同様の事業を実施する際、事業者
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する評価が 100 分の 75 を占めており、一者応募で同一法人が選

定されている。 

なお、平成 22 年度以降、応募者の過去の同種事業実績につい

ては審査項目としない等の見直しを実施している。 

 

【経済産業省】（２件） 

○ エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（工場のエネルギー

使用状況調査事業）（平成 21 年度、22 年度 総合評価落札方式） 

総合評価における提案内容の審査について、類似事業の実績が

評価に影響する項目の配点比率が平成 21 年度、22 年度ともに 100

分の 30 を超えており、かついずれも一者応札で同一法人が選定

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新エネルギー等導入促進基礎調査（国際規格エネルギーマネジ

メントシステム（ISO/PC242）の運用時等における課題等分析調

査）（平成 21 年度、22 年度 総合評価落札方式） 

総合評価における提案内容の審査について、類似事業の実績が

評価に影響する項目の配点比率が平成 21 年度、22 年度ともに 100

分の 30 を超えており、かついずれも一者応札で同一法人が選定

されている。 

の選定に当たっては、提案書や企画書の審査における応募者の

過去の同種事業実績に係る配点比率を見直し、応募者の能力、

提案内容がより勘案される評価基準を策定 

⇒ （平成 21 年度限り） 整理番号８ 

 

【経済産業省】 

→ エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（工場のエネルギ

ー使用状況調査事業）は、平成 24 年度の事業者選定に当たっ

ては、類似事業の実績が評価に影響する項目の配点比率の見直

しを行い、100 分の 25 に引下げ 

⇒ 平成 25 年度の事業者選定に当たっては、引き続き類似事業

の実績に係る配点比率を 100 分の 25 とし、事業内容及び実施

方法に係る加点の配分比率の上限を下げるとともに、資源エネ

ルギー庁が調達を予定している事業の合同説明会での周知等、

周知手段を増やす等の措置を講じた。その結果、入札説明会へ

の参加は２者から３者に増加したが、結果的に一者応札。今後

は、事業の分割など、引き続き一者応札を改善するための措置

を講ずる。 整理番号９ 

 

 

→ 新エネルギー等導入促進基礎調査（国際規格エネルギーマネ

ジメントシステム（ISO/PC242）の運用時等における課題等分

析調査）は、平成 23 年度で終了したが、類似の事業である平

成 24 年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（国際規格

エネルギーマネジメントシステム（ISO50001）及び関連規格等

の課題等分析調査）を実施するに当たっては、類似事業の実績

が評価に影響する項目の配点比率の見直しを行い、100 分の 30
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【環境省】（４件） 

○ 環境保全型製品購入促進事業（平成 22 年度、23 年度 総合評価

落札方式） 

総合評価における提案内容の審査について、類似事業の実績が

評価に影響する項目の配点比率が平成 22 年度、23 年度ともに 100

分の 32.5 と、100 分の 30 を超えており、かついずれの年度も同

一法人が選定されている。 

 

 

 

に引下げ 

⇒ 新エネルギー等導入促進基礎調査（国際規格エネルギーマネ

ジメントシステム（ISO/PC242）の運用時等における課題等分

析調査）は平成 23 年度で終了。平成 24 年度以降は、類似の事

業であるエネルギー使用合理化促進基盤整備事業（国際規格エ

ネルギーマネジメントシステム（ISO50001）及び関連規格等の

課題等分析調査）を実施。当該事業を実施するに当たり、平成

24 年度においては、類似事業の実績が評価に影響する項目の

配点比率の見直しを行い、100 分の 30 に引下げ。 

  平成 25 年度においては、類似事業の実績が評価に影響する

項目の配点比率の更なる見直しを行い、100 分の 20 に引下げ

を行うとともに資源エネルギー庁が調達を予定している事業

の合同説明会での周知等、周知手段を増やすなどの改善措置を

講じた。その結果、２者が応札し、一者応札が改善。 

今後は、周知方法の見直しなど、引き続き入札参加者の拡大

に努める。 整理番号 10 

 

【環境省】 

→ 契約４件が個別指摘事項として勧告を受けたことを踏まえ、

審査における公平性を確保するため、一般競争入札（総合評価

落札方式）や企画競争での提案書及び企画書の審査における事

業の実績が評価に影響する項目については、その配点比率を見

直し、応募者の能力、提案内容がより勘案される評価基準とす

るよう、平成 25 年２月８日に、会計課から全部局に対し、配

点の設定に関して通知（「調達手続に係る改善方策について」

（平成 25 年２月８日環境会発第 1302083 号大臣官房会計課長

通知） 
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○ 公募型土壌汚染調査・対策技術実証試験評価業務（平成 21 年度、

22 年度 総合評価落札方式） 

総合評価における提案内容の審査について、類似事業の実績が

評価に影響する項目の配点比率が平成 21 年度は 100 分の 32.5、

22 年度は 100 分の 37.5 といずれも 100 分の 30 を超えており、か

ついずれの年度も同一法人が選定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 環境保全型製品購入促進事業については、当該勧告を踏ま

え、平成 25 年度の事業者選定に当たり、総合評価落札方式に

よる提案書の審査配点に関して、事業者及び従事しようとする

者の過去の実績に係る配点の割合を総得点の 10 分の３以内と

なるように設定するなどの見直しを行い、平成 25 年６月に入

札公告を実施。その結果、２者の応札があり、一者応札が改善。

次年度の事業を行う際は、引き続き応募者の能力や、提案内容

がより勘案される評価基準を定める。 整理番号 11 

 

⇒ 公募型土壌汚染調査・対策技術実証試験評価業務は、現在、

低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術実証試験評価委託業

務に移行して実施。総合評価の提案書の審査に当たっては、「調

達手続に係る改善方策について」（平成 25 年２月８日付け環境

会発第 1302083 号大臣官房会計課長通知）により、過去の実績

に係る配点の割合を 10 分の３以内にすることが望ましいとさ

れている。しかし、平成 25 年度業務については、以下の理由

により、前年度までの業務成果を基礎とした内容が主体とな

り、従事者の過去の実績、能力資格等を、品質確保の観点から

重要視せざるを得なかったことから、過去実績に係る配点の割

合がやむを得ず 10 分の３を超過。 

１．平成 25 年度の実証試験候補を 24 年度の当該業務において

有識者検討会に付したところ、多数の課題の解決を条件とし

た採択となったことから、25 年度業務において前年度の検

討経緯及び課題に対する認識・理解が要求されたこと。 

２．平成 25 年度の評価対象となる技術の種類が「原位置浄化」

であり、前年度までの業務において、評価対象となる技術の

種類は「原位置浄化」技術が多かったため、25 年度の事業
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○ 製品テストの環境ラベルに与える影響調査業務（平成 21 年度、

22 年度 総合評価落札方式） 

総合評価における提案内容の審査について、類似事業の実績が

評価に影響する項目の配点比率が平成 21 年度、22 年度ともに 100

分の 32.5 と、100 分の 30 を超えており、かついずれの年度も同

一法人が選定されている。 

 

 

 

○ こどもエコクラブ事業委託業務（平成 21 年度、22 年度 総合評

価落札方式） 

総合評価における提案内容の審査について、類似事業の実績が

評価に影響する項目の配点比率が平成 21 年度、22 年度ともに 100

分の 35 と 100 分の 30 を超えており、かついずれの年度も同一法

人が選定されている。 

実施後の評価に際してもそれらの技術に詳しい者が求めら

れたこと。(平成 24 年度は評価技術２件中１件が、平成 23

年度は１件中 1 件が「原位置浄化」技術。) 

一方で、専門性が必要とされる業務の実施方法に係る項目に

ついては、「評価結果の公表資料の作成」や「アンケート調査」

の手法等に着目して細分化し、配点を見直すと同時に業務実施

内容の明確化に努め、参加の拡大を図るよう努めた。 

しかし、結果的に平成 25 年度は一者応札(24 年度は２者が

応札)。来年度からは過去の実績に係る配点の割合を 10 分の３

以内に見直し、引き続き一者応札を改善するための措置を講ず

る。 整理番号 12 

 

⇒ 製品テストの環境ラベルに与える影響調査業務は、平成 22

年度に終了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施

する際は、総合評価落札方式による提案書の審査配点について

は、事業者及び従事しようとする者の過去の実績に係る配点の

割合は総得点の 10 分の３以内となるように設定するなど、応

募者の能力や提案内容がより勘案される評価基準を定める。

（※） 

整理番号 13 

 

⇒ こどもエコクラブ事業委託業務は、平成 22 年度に終了。当

該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、総合

評価落札方式による提案書の審査配点については、事業者及び

従事しようとする者の過去の実績に係る配点の割合は総得点

の 10 分の３以内となるように設定するなど、応募者の能力や

提案内容がより勘案される評価基準を定める。（※） 整理番
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 号 14 

 

 ※ １回目のフォローアップでは、個別事業の改善措置状況等

について回答していなかったもの。 

 

イ 契約準備期間等の確保 

（所見） 

一者応札・一者応募となっている契約については、新規参入希

望者が、受注した業務の実施に必要な準備を行うことが可能とな

るよう、公告日から開札日までの期間等について、十分な期間を

確保すること。特に複数年連続で一者応札・一者応募となってい

る契約については、競争性、透明性及び公平性の確保の観点から、

公告期間等の妥当性について精査すること。 

（説明） 

［問題を取り巻く環境］ 

  上記参照 

 

【実態及び問題点】 

 一般競争入札等の競争的な調達方式により契約を締結してい

るものについて、調達を公告した日から開札する日までの期間等

が短く提案書等を検討するために必要な期間が十分に確保され

ていない、新規参入希望者が仕様書で求められている業務を実施

するための準備等に必要な期間が十分に確保できない、あるいは

前年度の事業実施者より業務を引き継ぐ期間が確保されていな

いなど、事実上、新規参入希望者の参加が困難となっている例が

ある。 
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（調査結果） 

【総務省】（１件） 

○ 原子力施設における現場指揮本部の設置・運営等に関する調査

検討業務（平成 21 年度 総合評価落札方式） 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

 

【外務省】（１件） 

○ 公邸派遣料理人に関する業務（平成 23 年度 公募） 

入札等参加希望者の公募において、応募の締切日（平成 23 年

３月 15 日）から、事業開始日（４月１日）までの期間が短く、

公示で示されている４月１日からの実施は難しいものとなって

いる。 

 

 

 

 

【厚生労働省】（３件） 

○ 覚せい剤等撲滅啓発事業（平成 22 年度 総合評価落札方式） 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

 

 

＜改善状況＞ 

【総務省】 

→ 原子力施設における現場指揮本部の設置・運営等に関する調

査検討業務は、平成 21 年度限りの事業。当該勧告を踏まえ、

今後同様の事業を実施する際は、新規参入希望者が業務実施に

必要とする準備期間として説明会開催日から提案書締切日ま

での期間を十分確保 

⇒ （平成 21 年度限り） 整理番号 17 

 

【外務省】 

→ 公邸派遣料理人に関する業務については、平成24年度以降新

規派遣は行わないこととし、平成26年度を目途に事業そのもの

も廃止。当該勧告を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、

開札日から履行開始日までの期間を十分確保 

⇒ 平成 24 年度以降新規派遣は行っておらず、26 年度を目途に

事業そのものを廃止。その後同様の事業は予定されていないも

のの、実施する際は、開札日から履行開始日までの期間を十分

確保する。 整理番号 46 

 

【厚生労働省】 

→ 覚せい剤等撲滅啓発事業は、説明会開催日から提案書・入札

書の提出日までの期間について、平成 22 年度は９日間と設定。

新規参入希望者が仕様書で求められている業務に必要な準備

を行うことが可能となるよう、23 年度以降の事業者選定に当た

っては当該期間を 10 日間以上確保 

⇒ 前回回答のとおり 整理番号 32 
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○ ポジティブ・アクション促進のための総合的情報提供事業（平

成 23 年度 企画競争） 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

 

○ 両立支援に関する総合的情報提供事業（平成 23 年度 総合評価

落札方式） 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

【農林水産省】（１件） 

○ 地域活性化のためのプレジャーボート活用調査事業（平成 21

年度 総合評価落札方式） 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

 

【経済産業省】（７件） 

○ グローバル・リモートセンシング利用資源解析強化事業（平成

21 年度 総合評価落札方式） 

公告日から開札日までの期間が短く（７日）、新規事業者が余

裕をもって計画的に提案を行うために必要な期間が十分確保さ

れていないおそれがある。 

→ ポジティブ･アクション促進のための総合的情報提供事業

は、説明会開催日から提案書提出締切日までの期間について、

平成 23 年度は８日間と設定。平成 24 年度はその妥当性を精査

し、14 日間として実施したところ、応札者がなかったため、再

度、27 日間として実施した結果、複数者が応札 

⇒ 措置済み 整理番号 43 

 

→ 両立支援に関する総合的情報提供事業は、説明会開催日から

提案書提出締切日までの期間について、平成 23 年度は８日間

と設定。平成 24 年度はその妥当性を精査し、22 日間とするこ

とによって、一者応札が改善 

⇒ 措置済み 整理番号 44 

 

【農林水産省】 

→ 地域活性化のためのプレジャーボート活用調査事業は、平成

21 年度限りの事業。当該勧告を踏まえ、今後同様の事業を実施

する際は、新規参入希望者が業務実施に必要とする準備期間と

して説明会開催日から提案書締切日までの期間を十分確保  

⇒ （平成 21 年度限り） 整理番号 20 

 

 

【経済産業省】 

→ グローバル・リモートセンシング利用資源解析強化事業に係

る一般競争入札の実施は、平成 21 年度限り。当該勧告を踏ま

え、今後同様の事業を実施するに当たっては、公告期間及び提

案書の締切期間の妥当性を精査した上で、事業者が余裕をもっ

て計画的に提案を行うために十分な期間を設定 
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また、説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、

新規事業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保す

ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

○ エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（工場のエネルギー

使用状況調査事業）（平成 21 年度 総合評価落札方式） 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

 

○ エネルギー環境総合戦略調査（IEA におけるエネルギー効率指

標を活用したセクター別アプローチの制度構築に向けた検討）（平

成 21 年度 総合評価落札方式） 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

⇒ 当該事業自体は継続しているものの、一般競争入札の実施は

平成 21 年度限り。今後同様の事業を実施するに当たっては、

公告期間及び提案書の締切期間の妥当性を精査した上で、事業

者が余裕をもって計画的に提案を行うために十分な期間を設

定する。 整理番号 15、21 

 

 

 

→ エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（工場のエネルギ

ー使用状況調査事業）は、説明会開催日から提案書提出締切日

までの期間について、平成 21 年度は８日間と設定。平成 22 年

度以降は、毎年度説明会開催日から企画書提出締切日までの期

間を 10 日間以上確保 

⇒ 前回回答のとおり 整理番号 22 

 

→ エネルギー環境総合戦略調査（IEA におけるエネルギー効率

指標を活用したセクター別アプローチの制度構築に向けた検

討）は、説明会開催日から提案書提出締切日までの期間につい

て、平成 21 年度は８日間と設定。類似の事業である平成 22 年

度エネルギー環境総合戦略調査（国際的なエネルギー効率指標

基盤の構築に関する調査）、23 年度エネルギー環境総合戦略調

査（エネルギー効率指標基盤構築に関する調査）等の実施に当

たっては、毎年度説明会開催日から提案書提出締切日までの期

間を 10 日間以上確保 

⇒ 前回回答のとおり 整理番号 23 
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○ 国際エネルギー使用合理化等対策事業（省エネルギー政策共同

研究事業）（平成 21 年度 総合評価落札方式） 

 説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

 

○ 石油産業体制等調査研究（石油製品需給及び価格動向調査）（平

成 23 年度 総合評価落札方式） 

開札日から役務等の履行開始日までの期間が０日となってお

り、新規参入希望者が必要な準備（データソースの確保、要員の

手配等）を行うことが困難であり、従前より当該業務を実施して

いる公益法人以外の者が参入し難いものとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 国際エネルギー使用合理化等対策事業（省エネルギー政策共

同研究事業）は、説明会開催日から提案書提出締切日までの期

間について、平成 21 年度は６日間と設定。平成 22 年度以降は、

毎年度説明会開催日から提案書提出締切日までの期間を 10 日

以上確保し、24 年度事業において一者応札が改善 

⇒ 措置済み 整理番号 24 

 

→ 石油産業体制等調査研究（石油製品需給及び価格動向調査）

は、事業内容の見直しを行い、平成 24 年度においては石油産

業体制等調査研究（石油製品需給、価格動向及び石油流通に関

する実態調査）として事業を実施。平成 23 年度においては、

開札日から役務等の履行開始日までの期間が０日間となって

いたが、24 年度事業の実施に当たっては、１週間確保 

⇒ 石油産業体制等調査研究（石油製品需給、価格動向及び石油

流通に関する実態調査）は平成 24 年度に終了したが、類似の

事業として、平成 25 年度石油産業体制等調査研究（我が国の

石油流通と国際原油・石油製品市場に関する実態調査）を実施。

平成 25 年度においては、前年度に引き続き、開札日から役務

等の履行開始日までの期間を開庁日で５日間確保（開札前に

は、開札から契約締結まで１週間以上を要するものと想定して

いたが、開札後、落札事業者と契約に関する調整を行った結果、

人員の確保や資料作成に係るデータソースの確保など、事業開

始に当たって必要とされる事項にめどがついたことから、開札

日から履行開始日までの期間が、結果として、開庁日で５日間

となった。）。また、平成 25 年度事業においては、事業内容を

見直し、23 年度及び 24 年度事業において実施していた週次報

告を廃止。 
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○ 放射性廃棄物共通技術調査等委託費（放射性廃棄物海外総合情

報調査）（平成 21 年度～23 年度 総合評価落札方式） 

開札日から役務等の履行開始日までの期間が短く（平成 21 年

度：９日、22 年度：５日、23 年度：３日）、新規事業者が前年度

実施公益法人より役務（データベースの日常的な保守・管理（デ

ータ登録作業、障害対応、ソフトウェアの更新等を含む。））を引

き継ぐ十分な期間が確保されておらず、従前より当該業務を実施

している公益法人以外の者が参入し難いものとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、結果は一者応札。平成 25 年度限りで当該事業は終

了する予定だが、今後、同様の事業を実施する場合には、事業

者決定日から履行開始日までの期間を十分確保するとともに、

複数の事業者に対する周知や、類似事業の実績が評価に影響す

る項目の配点比率の見直しを行い、入札参加者の拡大に努め

る。 整理番号 47 

 

→ 放射性廃棄物共通技術調査等委託費（放射性廃棄物海外総合

情報調査）は、平成 21 年度から 23 年度までにおいて、開札日

から役務等の履行開始日までの期間がそれぞれ９日間、５日

間、３日間となっていたが、当該勧告を踏まえ、平成 25 年度

からの事業者選定に当たっては、開札日から役務等の履行開始

日までの期間等について見直す予定 

⇒ 当該勧告を踏まえ、平成 25 年度は、以下の改善策を実施。 

・ 「一者応札・応募に係る改善方策について」（平成 21 年３

月 31日経済産業省）や平成 24年９月に策定した改善方針「一

般競争入札における一者応札問題の改善策について」等に基

づき、公告期間 20 日間、開札日から事業開始まで 11 日間を

確保（開札日を含む。）。 

・ 入札に参加可能な資格条件を経済産業省競争参加資格「役

務の提供等」の「Ａ」、「Ｂ」の等級に加えて「Ｃ」の等級に

格付されている者も対象とし、参加可能な企業の間口を拡

大。 

・ 評価項目について、過去の事業実績等を必須項目から外し

加点項目に移すとともに、配点を 100 分の 10 に引き下げ、

過去に受託実績のあるものが有利な評価構造とならないよ

うに見直し。 
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【環境省】（22 件） 

○ 環境保全型製品購入促進事業（平成 22 年度、23 年度 総合評価

落札方式）ほか 18 件 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 資源エネルギー庁が調達を予定している事業の合同説明会

において広く一般の事業者に対して説明会を実施し、事業目

標・内容等を広く周知。（20 者参加） 

しかし、結果は一者応札。今後も引き続き上記改善策を講ず

るなど、入札者の拡大に努める。 整理番号 48 

 

 

【環境省】 

→ 契約 22件が個別指摘事項として勧告を受けたことを踏まえ、

競争性、透明性及び公平性を確保するため、新規参入希望者が

仕様書で求められている業務を実施するための準備等期間を

確保できるよう、平成 25 年２月８日に、会計課から全部局に

対し、調達の公告時期の早期化等について通知（「調達手続に

係る改善方策について」（平成 25 年２月８日環境会発第

1302083 号大臣官房会計課長通知）） 

⇒ 環境保全型製品購入促進事業については、当該勧告を踏ま

え、平成 25 年度の事業者選定に当たり、総合評価落札方式に

よる入札において、入札説明会の内容を踏まえて提案書を作成

する時間を確保するため、説明会から提案書の提出期日までの

期間を 13 日間として、平成 25 年６月に入札公告を実施。その

結果、２者の応札があり、一者応札が改善。次年度の事業を行

う際も、引き続き説明会から提案書の提出期日までの期間を十

分確保する。 整理番号 16 

 

⇒ 環境測定分析統一精度管理調査業務については、当該勧告を

踏まえ、平成 25 年度の事業者選定に当たり、説明会から提案

書の提出期日までは９日間であったが、十分な業務期間を確保
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し、前年度の事業者より業務を引き継ぐ期間を設ける観点か

ら、平成 25 年３月 21 日開札、同年４月１日付け契約とした。

しかし、結果は一者応札。平成 26 年度の事業者選定では、説

明会開催日から提案書提出締切日までの期間を 13 日間にする

のに加え、公告開始から説明会までの期間を 16 日間とし、公

告期間を長く設定する。 整理番号 25 

 

⇒ 環境カウンセラー事業運営業務については、当該勧告を踏ま

え、平成 25 年度の事業者選定に当たり、総合評価落札方式に

よる入札において、入札説明会の内容を踏まえて提案書を作成

する時間を確保するため、説明会から提案書の提出期日までの

期間を 12 日間として、平成 25 年３月に入札公告を実施。しか

し、結果は一者応札。今後は、新規参入希望者の参加を得るた

めに、仕様書の記載内容をより明確化するなど、引き続き一者

応札を改善するための措置を講ずる。 整理番号 26 

 

⇒ アジア太平洋環境開発フォーラム第二フェーズ（ＡＰＦＥＤ

Ⅱ）活動推進業務は、平成 21 年度に終了。当該勧告の趣旨を

踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、提案書等を検討する

ために必要な期間が十分に確保できるよう、公告日から開札日

までの期間の妥当性等を精査する。（※） 整理番号 27 

 

⇒ 有害大気汚染物質モニタリング手法検討調査業務は、平成

21 年度で終了したが、当該事業の結果を踏まえ、現在は、有

害大気汚染物質測定方法検討調査業務に着手。平成 25 年度の

事業者選定に当たり、当該勧告を踏まえ、新規参入希望者が仕

様書で求められている業務を十分に検討する時間を確保でき
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るよう、入札説明会から、提案書の提出期限までの期間を 11

日間として、平成 25 年 11 月に入札公告を実施。しかし、結果

は一者応札。今後は、仕様書の記載内容をより明確化するなど、

引き続き一者応札を改善するための措置を講ずる。 整理番号

28 

 

⇒ 土壌環境リスクコミュニケーターに関する検討調査業務は、

平成 21 年度に終了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事

業を実施する際は、提案書等を検討するために必要な期間が十

分に確保できるよう、公告日から開札日までの期間の妥当性等

を精査する。（※） 整理番号 29 

 

⇒ クリーンアジア・イニシアティブ推進事務局運営等業務は、

平成 23 年度で終了したが、当該業務の結果を踏まえ、現在は、

クリーンアジア・イニシアティブ（CAI）及び戦略的国際環境

協力推進業務に着手。事業者選定に当たっては、当該勧告を踏

まえ、新規参入希望者が提案書等の検討や作成が十分に行える

よう説明会開催から提案書等締切までの期間を 11 日間確保

し、平成 25 年 10 月に一般競争（総合評価落札方式）を実施。

しかし、結果は一者応札。今後も、説明会開催から提案書締切

までの期間を十分確保するなど、引き続き一者応札を改善する

ための措置を講ずる。 整理番号 30 

 

⇒ 広域最終処分場計画調査（海面最終処分場の閉鎖・廃止適用

マニュアル策定に向けた調査）委託業務は、平成 22 年度に終

了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、

提案書等を検討するために必要な期間が十分に確保できるよ



      

- 20 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う、公告日から開札日までの期間の妥当性等を精査する。（※） 

整理番号 31 

 

⇒ アジア・コベネフィット・アプローチ推進パートナーシップ

構築に向けた調査検討業務は平成 22 年度で終了し、当該業務

の成果を踏まえた事業も 23 年度で終了。当該勧告の趣旨を踏

まえ、今後同様の事業を実施する際は、提案書等を検討するた

めに必要な期間が十分に確保できるよう、説明会開催日から提

案書提出締切日までの期間の妥当性等を精査する。（※） 整

理番号 33 

 

⇒ 化学物質環境実態調査精度管理等業務に係る事業について

は、当該勧告を踏まえ、平成 25 年度の事業者選定に当たり、

競争性、透明性及び公平性を確保しつつ参入拡大を図るとの観

点から、新規参入希望者が仕様書で求められている業務を実施

するために必要な準備期間の確保や入札参加資格の設定方法

について検討を行い、入札公告日から開札日の前日までの期間

を 23 日間に延長して、25 年６月に入札公告を行ったが、結果

は一者応札。今後は、入札参加のための条件の緩和について検

討を行うなど、引き続き一者応札を改善するための措置を講ず

る。 

なお、当該事業は、より一層競争性の確保に取り組むべく、

平成 24 年度から総合評価落札方式から最低価格落札方式（条

件付き）に変更。また、平成 25 年度事業については、仕様書

等から発注者の意図が正確に伝わる案件であることから、説明

会の開催を行わなかった。 整理番号 34 
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⇒ 地球温暖化対策に係る次期枠組検討関連調査業務は平成 24

年度で終了し、25 年度は「技術開発・移転等、気候変動対策

に係る国際交渉関連調査業務」と「2020 年以降の枠組みに関

する整理・分析業務」の２つに分割して実施。 

前者に関する平成 25 年度の事業者選定に当たっては、当該

勧告を踏まえ、新規参入希望者が提案書等の検討や作成が十分

に行えるよう説明会開催日から提案書提出締切日までの期間

を 11 日間等とする一般競争入札（総合評価落札方式）を実施。

しかし、結果は一者応札。次年度以降の調達においても、説明

会開催日から入札日までの期間などを十分確保するなど、引き

続き一者応札を改善するための措置を講ずる。 

後者に関する平成 25 年度の事業者選定に当たっては、当該

勧告を踏まえ、新規参入希望者が業務内容の検討が十分に行え

るよう、説明会開催日から開札までの期間を８日間とする一般

競争入札（最低価格落札方式）を実施。その結果、２者が応札

し、一者応札が改善。次年度以降の調達においても、引き続き

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間などを十分確

保する。 整理番号 35 

 

⇒ 国際環境規制等情報提供体制検討業務は、平成 23 年度に終

了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、

提案書等を作成するために必要な期間が十分に確保できるよ

う、説明会から提案書の提出期日までの期間の妥当性等を精査

する。（※） 整理番号 36 

 

⇒ タイヤ騒音等実態調査業務（平成 24 年度から名称変更）に

ついては、平成 25 年度の事業者選定に当たり、24 年度に引き
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続き一般競争入札（最低価格落札方式）としており、当該勧告

を踏まえ、公告期間を営業日で 17 日とするなどの見直しを行

い平成 25 年 12 月に入札公告を実施。その結果、入札説明会へ

の参加者は２者となったが、応札者は１者。なお、平成 24 年

度及び 25 年度事業については、仕様書等から発注者の意図が

正確に伝わる案件であることから、説明会の開催を行わなかっ

た。 

次年度の事業を行う際は、応札者が複数となるよう今後とも

仕様書等の見直しを行う。 整理番号 37 

 

⇒ アジア太平洋環境開発フォーラムに関する普及支援当及び

国際動向基礎調査業務は、平成 22 年度に終了。今後同様の事

業を実施する際は、提案書等を検討するために必要な期間が十

分に確保できるよう、公告日から開札日までの期間の妥当性等

を精査する。（※） 整理番号 38 

 

⇒ 生物多様性条約第 10 回締約国会議運営支援等業務は、平成

22 年度限りで終了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事

業を実施する際は、提案書等を検討するために必要な期間が十

分に確保できるよう、公告日から開札日までの期間の妥当性等

を精査する。（※） 整理番号 39 

 

⇒ 有害大気汚染物質測定方法検討調査業務については、当該勧

告を踏まえ、平成 25 年度の事業者選定に当たり、新規参入希

望者が仕様書で求められている業務を十分に検討する時間を

確保できるよう、入札公告から入札説明会までの期間を 18 日

間、入札説明会から提案書提出までの期間を 11 日間として、
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平成 25 年 11 月に入札公告を実施。しかし、結果は一者応札。

今後は、仕様書の記載内容をより明確化するなど、引き続き一

者応札を改善するための措置を講ずる。 整理番号 40 

 

⇒ 大気中微小粒子状物質成分分析ガイドライン（仮称）作成等

に係る調査検討業務は、平成 23 年度に終了。当該勧告の趣旨

を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、提案書等を検討す

るために必要な期間が十分に確保できるよう、公告日から開札

日までの期間の妥当性等を精査する。（※） 整理番号 41 

 

⇒ こどもエコクラブ事業委託業務は、平成 22 年度に終了。当

該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、提案

書等を作成するために必要な期間が十分に確保できるよう、説

明会から提案書の提出期日までの期間の妥当性を精査する。

（※） 整理番号 42 

 

⇒ 日系静脈産業メジャーの海外展開促進のための情報発信・研

修企画等業務は平成 24 年度で終了したが、当該事業の結果を

踏まえ、現在は、我が国循環産業海外展開事業化促進のための

情報発信及び研修企画・運営等業務に着手。平成 25 年度の事

業者選定に当たり、当該勧告を踏まえ、説明会開催日から提案

書提出締切日までの期間を十分確保する観点から、公告期間の

見直しを検討し、入札説明会から提案書提出締切日までの期間

を 11 日間として、25 年９月に総合評価落札方式による入札を

実施。しかし、結果は一者応札。次年度以降の調達においても、

調査結果の公開（図書館での閲覧）、仕様書の見直し、入札説

明会時の説明の工夫など、引き続き一者応札を改善するための
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○ 地球温暖化対策に係る次期枠組検討関連調査業務（平成 23 年度 

総合評価落札方式） 

開札日から日本代表団等の海外派遣に関する支援業務の実施

までの期間が６日となっており、新規事業者が円滑に業務を実施

するための十分な期間が確保されているとは言えず、従前より当

該業務を実施している者以外の者が参入し難いものとなってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 低炭素社会国際研究ネットワーク運営実施業務（平成 21 年度 

企画競争） 

契約候補者の決定日から国際会議の実施までの期間が６日と

なっており、新規事業者が円滑に業務を実施するための十分な準

備期間が確保されているとは言えず、従前より当該業務を実施し

ている者以外の者が参入し難いものとなっている。 

 

 

措置を講ずる。 整理番号 45 

 

⇒ 地球温暖化対策に係る次期枠組検討関連調査業務は平成 24

年度で終了し、25 年度は「技術開発・移転等、気候変動対策

に係る国際交渉関連調査業務」と「2020 年以降の枠組みに関

する整理・分析業務」の２つに分割して実施。 

前者については、平成 25 年度の事業者選定に当たっては、

当該勧告を踏まえ、新規事業者が円滑に業務を実施するための

十分な準備期間が確保できるよう開札日から日本代表団等の

海外派遣に関する支援業務の実施までの期間を１か月程度と

し、一般競争入札（総合評価落札方式）を実施。しかし、結果

は一者応札。次年度以降の調達においても、業務の実施までの

期間の適正化を検討するなど、引き続き一者応札を改善するた

めの措置を講ずる。 

後者については、契約方式を一般競争入札（最低価格落札方

式）に変更したところ、２者が応札。今後も業務の実施までの

期間の適正化を検討するなど、引き続き一者応札を改善するた

めの措置を講ずる。 整理番号 49 

 

⇒ 低炭素社会国際研究ネットワーク運営実施業務については、

平成 21 年度に５か年を前提とした企画競争により調達を行っ

た。平成 25 年度については、「調達手続に係る改善方策につい

て」に基づいて、「低炭素社会国際研究ネットワーク運営実施

委託業務に係る評価委員会」及び契約委員会において審査を行

い、契約相手先が、世界の最先端の研究を行う研究者を取りま

とめる知見を有する唯一の者であると判断されたため、継続し

て、随意契約を行った。平成 26 年度以降に行う予定の類似業
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○ 化学物質国際管理対応業務（平成 21 年度 最低価格落札方式） 

契約候補者の決定日から国際会議の支援業務の実施までの期

間が３日となっており、新規事業者が円滑に業務を実施するため

の十分な準備期間が確保されているとは言えず、従前より当該業

務を実施している者以外の者が参入し難いものとなっている。 

 

【環境省（文部科学省）】（２件） 

○ 核燃料物質使用施設及び試験研究用原子炉施設の許認可申請書

等並びに核燃料物質使用施設及び試験研究用原子炉施設の事故・

トラブル情報に関するデータベース整備（平成 21 年度 総合評価

落札方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

務については、業者の決定から履行開始までの期間を十分確保

するなど、一者応札を改善するための措置を講ずる。 整理番

号 50 

 

⇒ 化学物質国際管理対応事業は、平成 21 年度に終了。当該勧

告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、必要な準

備期間の確保や関連する事業の過年度報告書の公表など適切

な情報開示を行い、入札参加者の拡大に努める。（※） 整理

番号 51 

 

【環境省（文部科学省）】 

→ 文部科学省への個別指摘事項２件（核燃料物質使用施設及び

試験研究用原子炉施設の許認可申請書等並びに核燃料物質使

用施設及び試験研究用原子炉施設の事故・トラブル情報に関す

るデータベース整備並びに核燃料サイクル施設等運転管理方

策調査）について、原子力規制委員会の設置に伴い、これらの

個別指摘事項に係る事務・事業が文部科学省から原子力規制庁

へ移管。 

なお、原子力規制庁では、勧告の趣旨を踏まえ総務省が整理

した自己点検表を参考としたチェックシートの周知を平成 24

年 11 月 13 日、総務課業務管理室から関係課室に行い、指導し

ていることから、今後、これらの事業を実施する際には、説明

会開催日から提案書提出締切日等までの期間を十分確保 

⇒ 核燃料物質使用施設及び試験研究用原子炉施設の許認可申

請書等並びに核燃料物質使用施設及び試験研究用原子炉施設

の事故・トラブル情報に関するデータベース整備については、

当該勧告を踏まえ、公告日から開札日までの期間を 26 日間、
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○ 核燃料サイクル施設等運転管理方策調査（平成 21 年度 総合評

価落札方式） 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間が短く、新規事

業者の参入を得るためには、当該期間をより長期間確保すること

が望ましい。 

 

説明会開催日から提案書提出締切日までの期間を 18 日間とし

て、平成 25 年２月に総合評価落札方式による入札を実施。し

かし、結果は一者応札。今後は、仕様書において事業内容をよ

り明確にし、新規参入拡大のための措置の検討を行うなど、引

き続き一者応札を改善するための措置を講ずる。 整理番号

18 

 

⇒ 核燃料サイクル施設等運転管理方策調査は、平成 22 年度に

終了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際

は、提案書等を作成するために必要な期間が十分に確保できる

よう、説明会から提案書の提出期日までの期間の妥当性等を精

査する。（※） 整理番号 19 

 

 ※ １回目のフォローアップでは、個別事業の改善措置状況等

について回答していなかったもの。 

 

ウ 仕様書の記載内容の明確化 

（所見） 

 仕様書等に、新規参入希望者が業務内容や業務量を十分理解し、

適正な入札価格等を算出するために必要な情報を、具体的かつ分

かりやすく記載すること。 

（説明） 

［問題を取り巻く環境］ 

  上記参照 

 

【実態及び問題点】 

 仕様書等の記載内容が不明確であるため、契約で求められてい
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る業務に必要な資材の量、完了までの必要期間等の推定が難し

く、当該業務に係る事業者が行うべき業務や所要経費の算定等が

できず、新規参入希望者の一般競争入札等への参加が困難となっ

ているおそれがある例がある。 

 

 （調査結果） 

【外務省】（１件） 

○ 公邸派遣料理人に関する業務（平成 21 年度～23 年度 公募） 

公募公告において、派遣料理人に関する条件について、外交上

重要な会食の際に提供する料理を調理する技術を有し、関係者と

の協調性をもち勤務することができる者としか明記されておら

ず、勤務日数、業務内容、派遣労働者の条件等が不明なため、受

託者がどのような者を派遣すべきかについて分かりにくいもの

となっている。 

 

 

 

【環境省】（１件） 

○ し尿処理システム等の改善に関するアジア・ワークショップ実

施等業務(平成 21 年度、22 年度 最低価格落札方式) 

一般競争入札であるにもかかわらず、招へい国及び対象者が特

定されておらず、当該業務に係る事業者の負担及び所要経費の算

定が前年度実施者以外の者には困難であり、新規参入を阻害して

いるおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善状況＞ 

【外務省】 

→ 公邸派遣料理人に関する業務については、平成 24 年度以降

新規派遣は行わないこととし、平成 26 年度を目途に事業その

ものも廃止。当該勧告を踏まえ、今後同様の事業を実施する際

は、適正な入札価格等を算出するために必要な情報を具体的か

つ分かりやすく記載 

⇒ 平成 24 年度以降新規派遣は行っておらず、26 年度を目途に

事業そのものを廃止。その後同様の事業は予定されていないも

のの、実施する際は、必要な入札価格等を算出するために必要

な情報を具体的かつ分かりやすく記載する。 整理番号 53 

 

【環境省】 

→ 契約１件が個別指摘事項として勧告を受けたことを踏まえ、

一般競争入札等への参加者の拡大を図るため、仕様書等の記載

内容を明確化するよう、平成 25 年２月８日に、会計課から全

部局に対し通知（「調達手続に係る改善方策について」（平成 25

年２月８日環境会発第 1302083 号大臣官房会計課長通知）） 

⇒ し尿処理システム等の改善に関するアジア・ワークショップ

実施等業務については、平成 21 年度に着手し、22 年度で終了

したが、当該事業の結果を踏まえ、現在は、し尿処理システム

国際普及推進業務に着手。平成 25 年度の事業者選定に当たり、
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【環境省（内閣府）】（１件） 

○ 科学技術基礎調査等委託（耐震安全性評価手法に関する基礎

的・技術的調査）（平成 22 年度 総合評価落札方式） 

本来は、文献調査及びその補足的調査としての海外訪問調査の

実施が想定された業務内容であるにもかかわらず、仕様書では、

中間報告時の発注者の判断により当該海外訪問調査の要否が決定

される記載となっているため、仕様内容の誤解を招くおそれがあ

る。 

 

招へい国及び対象者を仕様書に記載することにより、仕様書の

記載内容の明確化を行うとともに、当該事業に関する国際的な

研究実績をもつ技術者を確保する点について、最低条件から加

点扱いに変更するため、請負条件を付した最低価格落札方式か

ら総合評価落札方式に変更。その結果、入札説明会への参加業

者は２者となったが、応札業者は１者のみ。次年度以降の調達

においても、調査結果の公開を行い、引き続き招へい国及び対

象者を仕様書に記載し、総合評価落札方式にする等の措置を行

う。 整理番号 54 

 

【環境省（内閣府）】 

→ 内閣府への個別指摘事項１件（科学技術基礎調査等委託（耐

震安全性評価手法に関する基礎的・技術的調査））について、

当該勧告を受けた内閣府原子力安全委員会は環境省原子力規

制委員会の設置に伴い廃止された組織であり、また、当該委託

は平成 22 年度限りの事業。 

 なお、原子力規制庁では、勧告の趣旨を踏まえて総務省が整

理した自己点検表を参考としたチェックシートの周知を平成

24 年 11 月 13 日、総務課業務管理室から関係課室に行い、指

導していることから、今後、同様の事業を実施する際には、適

正な入札価格等を算出するために必要な情報を、具体的かつ分

かりやすく仕様書に記載 

⇒ （平成 22 年度限り） 整理番号 52 

 

エ 事業の分割化 

（所見） 

事業の成果に影響を与えず、かつ事業費削減の観点からも有効
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であると判断される等の場合は、新規参入が可能となるよう、委

託等を行う業務内容を分割することを検討し、入札、企画競争等

への参加者の拡大を図ること。 

（説明） 

［問題を取り巻く環境］ 

  上記参照 

 

【実態及び問題点】 

 国から発注される業務内容が広範囲であり、全てを一括して受

注し実施できる事業者が限定されてしまうおそれのある内容と

なっている例がある。 

 

（調査結果） 

【総務省】（１件） 

○ 無線システム普及支援事業費等補助金（デジタル受信相談・対

策事業）（平成 22 年度 公募） 

平成 21 年度はデジタル受信相談・対策事業、受信障害対策紛

争処理事業等の５事業は別々に公募され、デジタル受信相談・対

策事業以外は全て複数応募があったが、22 年度はこれら全ての事

業がデジタル受信相談・対策事業に一本化され、デジタル受信相

談・対策事業の実施者以外の者が応募することが困難となってい

る。 

 

 

 

【環境省】（２件） 

○ 地球温暖化対策に係る次期枠組検討関連調査業務（平成 22 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善状況＞ 

【総務省】 

→ 無線システム普及支援事業費等補助金（デジタル受信相談・

対策事業）は、平成 22 年度で終了した事業だが、関連する事

業を 25 年度に実施予定。今後、委託等を行う業務内容につい

て受信者の利便性を考慮しつつ、分割して公募を行う予定 

⇒ 平成 25 年度に実施した関連する事業の公募において、委託

等を行う業務内容について、受信者の利便性を考慮しつつ、新

たな難視対策事業とデジタル混信対策事業の２事業に分割し

て公募を行ったところ、各事業の応募者数は１団体であった。

また、平成 26 年度事業においても同様に分割して公募を実施。 

なお、同事業は平成 26 年度で終了予定。 整理番号 55 

 

【環境省】 

→ 契約２件が個別指摘事項として勧告を受けたことを踏まえ、



      

- 30 - 
 

度、23 年度 総合評価落札方式） 

地球温暖化対策に係る国際交渉の支援業務のほか、次期国際的

枠組みの内容についての検討、米・中・印等の主要排出国が積極

的な取組を行う環境づくりの実施等、業務内容が広範囲なものと

なっており、過去実績のある者以外の者が応札することが困難と

なっているおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 日中韓三ヵ国環境大臣会合等支援及び検討業務（平成 23 年度 

総合評価落札方式） 

日中韓三ヵ国環境大臣会合における日本側出席者の支援業務の

ほか、日本公式サイト更新業務、日中韓三ヵ国共同研究の実施や

ニュースレターへの執筆等、業務内容が広範囲なものとなってお

り、過去実績のある者以外の者が応札することが困難となってい

るおそれがある。 

 

これらの契約について、事業の成果に影響を与えず、かつ事業

費削減の観点からも有効であると判断される等の場合は、分割

することも含めて入札等参加者の拡大を図ることを検討 

⇒ 地球温暖化対策に係る次期枠組検討関連調査業務は平成 24

年度で終了し、25 年度の事業者の選定に当たっては、当該勧

告を踏まえ、業務内容が広範囲とならないよう「技術開発・移

転等、気候変動対策に係る国際交渉関連調査業務」と「2020

年以降の枠組みに関する整理・分析業務」の２つに分割を行い

一般競争入札（総合評価落札方式）及び一般競争入札（最低価

格落札方式）を実施。 

前者については、結果は一者応札。次年度以降の調達におい

ては、業務範囲を適正なものとするなど、一者応札を改善する

ための措置を講ずる。 

後者については、２者の応札者があり、一者応札が改善。次

年度以降の調達においても、引き続き業務範囲を適正なものと

するなど、入札等参加者の拡大を図る。 整理番号 56 

 

⇒ 日中韓三ヵ国環境大臣会合等支援及び検討業務については、

当該勧告を踏まえ、平成 25 年度の事業者選定に当たり、業務

の実施までの期間を適正化する、日中韓三ヵ国共同研究の実施

を別の調達（２件に分割）にするなど範囲などの見直しを実施。 

日中韓三ヵ国環境大臣会合開催検討等業務については、一般

競争入札（最低価格落札方式）による調達とし、平成 25 年３

月に入札公告を実施。その結果、２者の応札があり、一者応札

が改善。次年度の調達においても、引き続き業務の実施までの

期間の適正化及び範囲などの見直しを行う。 

別調達とした日中韓三ヵ国環境大臣会合共同研究実施業務
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については、一般競争入札（総合評価落札方式）による調達と

し、平成 25 年 11 月に入札公告を行い、過去の資料の開示も行

ったが、結果は一者応札。次年度以降の調達においても、業務

の実施までの期間の適正化を検討するなど、引き続き一者応札

を改善するための措置を講ずる。 整理番号 57 

 

(2) 競争性のない随意契約の適正化 

ア 複数年度にわたる事業における２年目以降の競争性のない随

意契約の見直し 

（所見） 

 複数年度にわたる調査研究や複数年度にわたる事務局の運営

業務等に関する契約においては、前年度の業務の履行結果が良好

であることや業務に精通していることのみを理由に、事業開始年

度の翌年度以降、同一事業者と競争性のない随意契約を行うこと

なく、原則として、毎年度、一般競争入札等の競争性のある調達

手続により事業者を選定すること。 

 また、事業内容が複数年度にわたる研究開発に関する契約にお

いては、競争性及び透明性確保の観点から、原則として、毎年度、

一般競争入札等の競争性のある調達手続により事業者を選定す

ること。 

やむを得ず、事業開始年度の翌年度以降、競争性のない随意契

約を締結する場合においても、予算の効果的かつ効率的な執行、

事業の達成目標の明確化の観点から、事業の必要性、実施内容等

を十分に検討した上、契約金額の妥当性について厳しく精査する

こと。 

（説明） 

［問題を取り巻く環境］ 
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○ 会計法（昭和 22 年３月 31 日法律第 35 号）第 29 条の３第４

項の規定に基づく、「契約の性質又は目的が競争を許さない場

合」を理由とした随意契約（以下「競争性のない随意契約」と

いう。）については、「公共調達の適正化に向けた取り組みにつ

いて」（平成 18 年２月４日公共調達の適正化に関する関係省庁

連絡会議）において、各府省は、それが随意契約によることが

適切であるかの点検を行った上、真にやむを得ないもの以外を

一般競争入札等に移行することとし、点検結果を基に「随意契

約見直し計画」を作成し、競争性のない随意契約の削減に努め

ることとなった。 

  また、特に、国と公益法人との契約に関しては「政府関連公

益法人の徹底的な見直しについて」（平成 21 年 12 月 25 日閣議

決定）においても、見直しの視点として、「政府関連公益法人

が契約の相手方となる随意契約は、真に合理的なものに限定さ

れているか。」とされたところである。 

 

【実態及び問題点】 

 予算措置、契約等は単年度で措置することになっているが、事

業内容が複数年度にわたる調査研究等の契約において、初年度は

企画競争等で事業者を選定しているものの、次年度以降は、当該

事業者と競争性のない随意契約により継続して契約を締結して

おり、その際に、当該事業者と継続して契約する必要性について、

十分検討されていないおそれがある例がみられる。 

 また、研究開発に係る事業の委託については、事業開始年度は

第三者である外部有識者による評価を経て、企画競争等で事業者

を選定しているものの、次年度以降は、仕様書の公開によって知

的財産権が侵害されるおそれがあることや取得データの連続性
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などから研究事業の継続性が不可欠であることを理由として同

一事業者と競争性のない随意契約を行っているが、研究開発の進

行次第でその委託経費が次年度以降大幅に増加している契約が

みられる。 

 

（調査結果） 

【外務省】（２件） 

○ 「在外公館派遣員派遣」業務委託（平成 21 年度～23 年度）              

○ 「在外公館専門調査員」派遣契約（平成 23 年度） 

複数年度にわたる事業について、開始年度の翌年度以降につい

て競争性のない随意契約を締結しているが、同一事業者と継続し

て随意契約とする必然性を精査する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善状況＞ 

【外務省】 

→ 個別指摘事項２件（在外公館派遣員及び専門調査員派遣事

業）について、勧告を踏まえ、２年目以降の競争性ある調達手

続による事業者選定の可能性につき精査を実施。派遣員及び専

門調査員は、在外公館において各種業務に携わっており、在外

公館としての機能を維持する上で、その安定的な配置は必要不

可欠な状況であり、複数年派遣は必須の条件であること、外務

省による直接雇用や、現地雇用、委嘱などの各種派遣形態のメ

リット、デメリットを比較検討した結果、労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60

年７月５日法律第 88 号）に基づく派遣が適当との判断の下、

事業を実施していること、現地情勢の変化に応じた派遣労働者

の待遇改善やポスト変更等の需要に柔軟かつ迅速に対応でき

なくなることから国庫債務負担行為を従来活用していないこ

と等の理由により、外務省は、在外公館派遣員及び専門調査員

派遣事業に係る２年目以降も、初年度事業者との間で競争性の

ない随意契約を締結することがやむを得ないものとしている。 

なお、競争性のない随意契約を締結する理由や、契約金額に

ついては、契約における透明性を確保するため、外部有識者か

らなる外務省契約監視委員会を設置し、平成 24 年度の本契約

に関しては、９月に実施した第 19 回委員会において、審査対
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象契約案件の一つとして提示。今後もかかる外部委員会の制度

も活用しつつ、その妥当性については精査を継続 

⇒ 勧告を踏まえ、更に、２年目以降の競争性のある調達手続に

よる事業者選定の可能性につき精査を行った。しかし、１回目

のフォローアップの際に回答した理由と同様の理由により、在

外公館派遣員及び専門調査員派遣事業に係る２年目以降も、初

年度事業者との間で競争性のない随意契約を締結することが

やむを得ないと判断。従来から求められている、予算の節約を

始めとする効率的な予算の執行や専門調査員及び派遣員を派

遣するに当たり準拠している労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88

号）の履行という観点を踏まえつつ、何が可能か今後とも検討

を続けていく。 

なお、競争性のない随意契約を締結する理由や、契約金額に

ついては、契約における透明性を確保するため、外務省に設置

された外部有識者から成る外務省契約監視委員会において監

視している。平成25年度の契約に関しては、25年10月に実施し

た第23回委員会において審査対象契約案件の一つとして扱わ

れたが、いずれについても指摘事項はなかった。今後もかかる

外部委員会の制度も活用しつつ、その妥当性については精査を

継続する。 

  他方、初年度の事業者選定に際しては、これまでも公募期間

等、応募する団体の準備期間を長く設けるなどの工夫は行って

いるが、引き続き競争性のある調達手続の中で、民間を含む新

規事業者の参入を一層促す方策を検討する。 整理番号 63、

64 
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【経済産業省】（９件） 

○ ハイパースペクトルセンサ・データの高度利用に係る研究開発

（平成 21 年度～23 年度）ほか８件 

複数年度にわたる研究開発において、初年度のみ企画競争等を

実施しているが翌年度以降競争性のない随意契約を締結してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経済産業省】 

→ 個別指摘事項９件について、競争性のない随意契約の適正化

を図るため、次の措置を検討しているところであり、平成 24

年度中に結論を得て、25 年度以降の事業で取り組む予定 

① 単年度で研究成果が得られる見込みのある事業について

は、当該年度ごとに競争性のある調達手続（企画競争）を経

て契約を行う。 

 ② 研究成果を得るのに複数年度の実施を要する事業につい

ては、初年度に競争性のある調達手続（企画競争）を経て選

定事業者と契約を行い、２年度目以降の契約については、各

年度の契約前に外部有識者で構成される第三者委員会に意

見を聞き、事業の必要性、契約金額の妥当性等について精査

を行う。 

⇒ ハイパースペクトルセンサ・データの高度利用に係る研究開

発は、ハイパースペクトルセンサから得られるデータにより石

油資源等を探査する技術を確立するため、複数年度にわたる事

業の継続を通じて実施することが必要であるとともに、毎事業

年度の成果により、翌事業年度以降の事業計画を見直していく

こと等が不可欠であることから、同一事業者による複数年度の

実施を前提に初年度に企画競争を行い、事業者を選定。研究成

果を得るのに複数年度の実施を要することから、当該勧告を踏

まえ、平成 25 年度の契約前に外部有識者で構成される第三者

委員会に意見を聴き、前年度の成果を踏まえた事業の必要性、

効率的に進められるような事業計画となっているか、また、そ

の計画に見合った事業費かどうかについて精査を行い、さら

に、開発目標を達成するためには、事業者が保有する技術を基

に複数年度にわたって開発を進める必要があり、事業者を変更
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することにより、事業者の技術やこれまでの成果の活用が困難

となるなどの理由により、全委員から同一者による事業の継続

が妥当との見解を得た上で、競争性のない随意契約を締結。 

整理番号 69 

 

⇒ ハイパースペクトルセンサの校正・データ処理等に係る研究

開発は、ハイパースペクトルセンサから得られるデータの処理

技術を確立するため、複数年度にわたる事業の継続を通じて実

施することが必要であるとともに、毎事業年度の成果により、

翌事業年度以降の事業計画を見直していくこと等が不可欠で

あることから、同一事業者による複数年度の実施を前提に初年

度に企画競争を行い、事業者を選定。研究成果を得るのに複数

年度の実施を要することから、当該勧告を踏まえ、平成 25 年

度の契約前に外部有識者で構成される第三者委員会に意見を

聴き、前年度の成果を踏まえた事業の必要性、効率的に進めら

れるような事業計画となっているか、また、その計画に見合っ

た事業費かどうかの妥当性について精査を行い、さらに、開発

目標を達成するためには、事業者が保有する技術を基に複数年

度にわたって開発を進める必要があり、事業者を変更すること

により、事業者の技術やこれまでの成果の活用が困難となるな

どの理由により、全委員から同一者による事業の継続が妥当と

の見解を得た上で、競争性のない随意契約を締結。 整理番号

70 

 

⇒ 石油資源遠隔探知技術の研究開発には、衛星画像を活用した

石油資源の探知技術を確立するため、複数年度にわたる事業の

継続を通じて実施することが必要であるとともに、毎事業年度
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の成果により、翌事業年度以降の事業計画を見直していくこと

等が不可欠であることから、同一事業者による複数年度の実施

を前提に初年度に企画競争を行い、事業者を選定。研究成果を

得るのに複数年度の実施を要することから、当該勧告を踏ま

え、平成 25 年度の契約前に外部有識者で構成される第三者委

員会に意見を聴き、前年度の成果を踏まえた事業の必要性、効

率的に進められるような事業計画となっているか、また、その

計画に見合った事業費かどうかについて精査を行い、さらに、

米国との協定で本事業の中で実施する業務の委託先が決めら

れているなどの理由により、全委員から同一者による事業の継

続が妥当との見解を得た上で、競争性のない随意契約を締結。 

整理番号 71 

 

⇒ グローバル・リモートセンシング利用資源解析強化事業は、

衛星画像を活用した鉱物資源の探知技術を確立するため、複数

年度にわたる事業の継続を通じて実施することが必要である

とともに、毎事業年度の成果により、翌事業年度以降の事業計

画を見直していくこと等が不可欠であることから、同一事業者

による複数年度の実施を前提に初年度に一般競争入札を行い、

事業者を選定。事業成果を得るのに複数年度の実施を要するこ

とから、当該勧告を踏まえ、平成 25 年度の契約前に外部有識

者で構成される第三者委員会に意見を聴き、前年度の成果を踏

まえた事業の必要性、効率的に進められるような事業計画とな

っているか、また、その計画に見合った事業費かどうか等、こ

れの妥当性について精査を行い、全委員から同一者による事業

の継続が妥当との見解を得た上で、競争性のない随意契約を締

結。 
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なお、平成 25 年度で当該事業は終了する予定だが、今後同

様の事業を実施する際には、事業内容及び事業者に必要な要件

の検討を行い、企画競争により事業者を選定する。その後の事

業者の選定については、研究成果を得るのに複数年度の実施を

要する場合は、外部有識者で構成される第三者委員会におい

て、事業の必要性、契約金額の妥当性等について精査を行う。 

整理番号 72 

 

⇒ マイクロ波による精密ビーム制御技術の研究開発は平成 24

年度で終了したが、当該事業の結果を踏まえ、平成 24 年度補

正予算において、太陽光発電無線送受電技術の研究開発に着

手。当該勧告を踏まえ、事業者選定に当たっては、平成 25 年

２月に企画競争を実施（応募者数１件）。本事業は、実証に用

いる資材の入手が困難となり、平成 24 年度中に事業を完了で

きなかったため、25 年度に繰り越して継続中。今後同様の事

業を実施する際には、事業内容及び事業者に必要な要件の検討

を行い、企画競争により事業者を選定する。その後の事業者の

選定については、研究成果を得るのに複数年度の実施を要する

場合は、外部有識者で構成される第三者委員会において、事業

の必要性、契約金額の妥当性等について精査を行う。 整理番

号 73 

 

⇒ 空中発射システムの研究開発は、ロケット空中発射に係る技

術を確立するため、複数年度にわたる事業の継続を通じて実施

することが必要であるとともに、毎事業年度の成果により、翌

事業年度以降の事業計画を見直していくこと等が不可欠であ

ることから、同一事業者による複数年度の実施を前提に初年度
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に企画競争を行い、事業者を選定。研究成果を得るのに複数年

度の実施を要することから、当該勧告を踏まえ、平成 25 年度

の契約前に外部有識者で構成される第三者委員会に意見を聴

き、前年度の成果を踏まえた事業の必要性、効率的に進められ

るような事業計画となっているか、また、その計画に見合った

事業費かどうかについて精査を行い、さらに、開発目標を達成

するためには、事業者が保有する技術を基に複数年度にわたっ

て開発を進める必要があり、事業者を変更することにより、事

業者の技術やこれまでの成果の活用が困難となるなどの理由

により、全委員から同一者による事業の継続が妥当との見解を

得た上で、競争性のない随意契約を締結。 整理番号 74 

 

⇒ 次世代衛星基盤技術開発事業は、平成 22 年度に終了。当該

勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際、事業内容

及び事業者に必要な要件の検討を行い、企画競争により事業者

を選定する。その後の事業者の選定については、研究成果を得

るのに複数年度の実施を要する場合は、外部有識者で構成され

る第三者委員会において、事業の必要性、契約金額の妥当性等

について精査を行う。（※） 整理番号 75 

 

⇒ 小型化等による先進的宇宙システムの研究開発については、

海外の打上げサービス提供企業等の要因による衛星の打上げ

遅延が発生したため、平成 24 年度中までに事業計画を完了す

ることができず、25 年度に繰越して事業を継続。また、当該

事業は、研究成果を得るのに複数年度の実施を要するものであ

り、新たな契約に向けて、事前に外部有識者で構成される第三

者委員会に意見を聴き、実施計画及び事業費の妥当性等につい
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て精査を行い、本事業を着実に実行し最大限の成果を得るため

継続する必要があること、事業者が保有する資産の活用等を図

るなど事業費削減への取組があり効率的な事業に努めている

ことなどから、同一者による事業の継続が妥当であると判断さ

れた。今後も各年度の契約前には外部有識者で構成される第三

者委員会に意見を聴き、事業の必要性、契約金額の妥当性等に

ついて精査を行う。さらに、新たに同様の事業を実施する際に

は、事業内容及び事業者に必要な要件の検討を行い、企画競争

により事業者を選定する。その後の事業者の選定については、

研究成果を得るのに複数年度の実施を要する場合は、外部有識

者で構成される第三者委員会において、事業の必要性、契約金

額の妥当性等について精査を行う。 整理番号 76 

 

⇒ 宇宙等極限環境における電子部品等の利用に関する研究開

発実証衛星３号機等の開発は、民生部品を宇宙空間で利用する

技術を確立するため、複数年度にわたる事業の継続を通じて実

施することが必要であるとともに、毎事業年度の成果により、

翌事業年度以降の事業計画を見直していくこと等が不可欠で

あることから、同一事業者による複数年度の実施を前提に初年

度に企画競争を行い、事業者を選定。研究成果を得るのに複数

年度の実施を要することから、当該勧告を踏まえ、平成 25 年

度の契約前に外部有識者で構成される第三者委員会に意見を

聴き、前年度の成果を踏まえた事業の必要性、効率的に進めら

れるような事業計画となっているか、また、その計画に見合っ

た事業費かどうかについて精査を行い、さらに、開発目標を達

成するためには、事業者が保有する技術を基に複数年度にわた

って開発を進める必要があり、事業者を変更することにより、
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【環境省】（９件） 

○ アジア資源循環研究推進業務（平成 22 年度、23 年度）ほか８

件 

複数年度にわたる調査研究について、開始年度の翌年度以降に

ついて競争性のない随意契約を締結しているが、同一事業者と継

続して随意契約とする必然性を精査する必要がある、または、複

数年度にわたる事業について、開始年度の翌年度以降について競

争性のない随意契約を締結しているが、同一事業者と継続して随

意契約とする必然性を精査する必要がある。 

事業者の技術やこれまでの成果の活用が困難となるなどの理

由により、全委員から同一者による事業の継続が妥当との見解

を得た上で、競争性のない随意契約を締結。 整理番号 77 

 

【環境省】 

→ 契約９件が個別指摘事項として勧告を受けたことを踏まえ、

予算の単年度主義の原則に基づき、単年度で十分な成果が得ら

れる業務については、毎年度、一般競争入札等の競争性のある

調達手続により事業者を選定することとし、また、やむを得ず、

事業開始年度の翌年度以降、競争性のない随意契約を締結しよ

うとする場合においても、事業開始年度と同一の事業者と契約

することの必要性、実施内容や契約金額の妥当性等について十

分審査することについて、平成 25 年２月８日に、会計課から

全部局に対し、通知（「調達手続に係る改善方策について」（平

成 25 年２月８日環境会発第 1302083 号大臣官房会計課長通

知）） 

⇒ アジア資源循環研究推進業務においては、アジアにおける循

環型社会構築に向けて、各国研究機関及び国際研究機関との継

続的な協力関係を構築する必要がある。そのため、立ち上げ期

間における円滑な実施の必要から、平成 21 年度から３年間を

一括して企画競争を実施。平成 24 年度からは、環境省と各国

及び国際的な研究機関との間で協力関係が構築されたため、24

年度は企画競争（応札者１者）、25 年度は総合評価落札方式（応

札者 1 者）と単年度ごとに契約を実施。 

今後は、受注者の参加機会の確保に努めるため、結果の公開

（図書館での閲覧）、仕様書の見直し及び入札説明会時の説明

の工夫などを引き続き行う。 整理番号 58 
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⇒ 日中水環境パートナーシップ調査業務は、平成 23 年度に終

了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、

中国における水環境問題に関する知見や分散型排水処理技術

の必要性の検討を行い、企画競争により事業者を選定する。そ

の後の事業者の選定については、競争性のない随意契約の在り

方について毎年度見直しを行う。（※） 整理番号 59 

 

⇒ 東アジア大気汚染防止戦略検討調査業務については、平成

22 年度で終了したが、23 年度から関連する東アジア大気汚染

防止戦略検討推進業務に着手。平成 23 年度の事業者選定に当

たり、仕様書の記載内容の明確化、受注者の準備期間の確保、

入札説明書の交付等を行い、25 年度を終期として別途実施さ

れている環境研究総合推進費（戦略的研究開発領域：S-7 課題

テーマ３「東アジアの大気汚染対策促進に向けた国際枠組とコ

ベネフィットアプローチに関する研究」）による政策研究に合

わせて３か年計画で枠組み構築の検討を行うとともに、東アジ

ア諸国の大気汚染物質排出目録の作成支援・現況把握等を人脈

形成・業務の一貫性をもって実施する観点から、平成 23 年９

月に３か年を前提とする企画競争を実施。なお、当該企画競争

の際に、各年度の契約金額の妥当性についても、企画書審査委

員会において審査している。 

本業務は３か年を前提とした企画競争であり、前年度の事業

者の業務実施状況が良好であれば、次年度以降も引き続き同事

業者へ発注する形式となっているところ、平成 24、25 年度の

契約に当たっては「調達手続に係る改善方策について」に基づ

いて、企画書審査委員会において、前年度の業務についての審

査を行い、業務実施状況が良好であると認められるとともに、
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東アジア諸国の大気汚染物質排出目録の作成支援・現況把握等

を人脈形成・業務の一貫性をもって実施する必要性があると判

断されたため、競争性のない随意契約を行った。また、契約金

額については、契約候補者に仕様書を提示し、契約候補者から

提出された見積書が環境省で作成した予定価格の制限の範囲

内であることを支出負担行為担当官が確認している。今後、同

様の契約方式で業務を行う必要がある際は、企画書審査委員会

で、妥当性を諮るなど、競争性のない随意契約の在り方につい

て毎年度見直しを行う。 整理番号 60 

 

⇒ ダイオキシン類生物検定法等簡易測定法実用化検証事業は、

平成 21 年度に終了。今後同様の事業を実施する際は、当該勧

告の趣旨を踏まえ、一般競争入札等の競争性のある調達手続に

より事業者を選定する。（※） 整理番号 61 

 

⇒ 国際環境規制等情報提供体制検討業務は、平成 23 年度に終

了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、

予算の単年度主義の原則に基づき、単年度で十分な成果が得ら

れる業務については、毎年度、一般競争入札等の競争性のある

調達手続により事業者を選定する。（※） 整理番号 62 

 

⇒ クリーンアジア・イニシアティブ推進事務局運営等業務は、

平成 23 年度で終了したが、当該業務の結果を踏まえ、現在は、

クリーンアジア・イニシアティブ（CAI）及び戦略的国際環境

協力推進業務に着手。事業者選定に当たっては、毎年度一般競

争入札（総合評価落札方式）を実施することとし、平成 24 年

度業務については、24 年８月に、25 年度業務については、25
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年 10 月に入札公告を実施。しかし、いずれも結果は一者応札。 

整理番号 65 

 

⇒ 低炭素社会国際研究ネットワーク運営実施業務については、

平成 21 年度に５か年を前提とした企画競争を実施。平成 25 年

度については、「調達手続に係る改善方策について」に基づい

て、「低炭素社会国際研究ネットワーク運営実施委託業務に係

る評価委員会」及び契約委員会において審査を行い、24 年度

業務が企画書等に基づき行われ、次年度も企画書等に基づいた

業務の遂行が可能であることから、契約相手先が、世界の最先

端の研究を行う研究者を取りまとめる知見を有する唯一の者

であると判断されたため、継続して随意契約によることとし

た。契約金額については、契約候補者に仕様書を提示し、契約

候補者から提出された見積書が環境省で作成した予定価格の

制限の範囲内であることを支出負担行為担当官が確認してい

る。平成 26 年度以降に行う予定の類似業務については、契約

委員会等で本業務における複数年を前提とした調達の在り方

についての必要性の精査を行う。 整理番号 66 

 

⇒ クリアランス廃棄物情報管理システムアプリケーション保

守事業は、平成 23 年 11 月に終了した事業であるが、現在は、

クリアランス物情報管理システム機能回収及び保守等事業に

着手。平成 23 年度から 27 年度までにおける事業者選定に当た

っては、国会の議決を経た国庫債務負担行為による複数年度契

約により、最低価格落札方式による入札（８者応札）を実施。

当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、引

き続き国庫債務負担行為による複数年度契約による調達を行
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う。 整理番号 67 

 

⇒ エコリフォーム普及促進事業委託業務は、平成 22 年度に終

了。今後同様の事業を実施する際は、一般競争入札や企画競争

を実施できないか等の検討を十分に行う。（※） 整理番号 68 

 

※ １回目のフォローアップでは、個別事業の改善措置状況等

について回答していなかったもの。 

 

イ 再委託先の指定の見直し 

（所見） 

 仕様書等において再委託先や再委託金額を指定することは、事

実上、国と再委託先との間において競争性のない随意契約を結ん

でいることとなるため、契約における競争性、透明性及び公平性

を確保する観点から、仕様書等で再委託先や再委託金額を指定し

ないこと。 

 やむを得ず指定する場合は、その合理的理由を公表すること。 

（説明） 

［問題を取り巻く環境］ 

  上記参照 

 

【実態及び問題点】 

 事業者選定に係る仕様書等において、契約における再委託先や

再委託金額を国が指定しており、実質的に競争性のない随意契約

となっている例がある。 
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（調査結果） 

【環境省】 

○ 微小粒子状物質等曝露システム改善調査業務（平成 21 年度 最

低価格落札方式）ほか５件 

 

＜改善状況＞ 

【環境省】 

→ 契約６件が個別指摘事項として勧告を受けたことを踏まえ、

契約における競争性、透明性及び公平性を確保する観点から、

仕様書等で再委託先や再委託金額を指定しないことや、やむを

得ず指定する場合の取扱い等について、平成 25 年２月８日に、

会計課から全部局に対し通知（「調達手続に係る改善方策につ

いて」（平成 25 年２月８日環境会発第 1302083 号大臣官房会計

課長通知）） 

⇒ 微小粒子状物質等曝露システム改善調査業務は、平成 22 年

度に終了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施す

る際は、仕様書等で再委託先や再委託金額を指定しないことを

徹底する。（※） 整理番号 78 

 

⇒ 東アジア大気汚染防止戦略検討調査業務については、平成

22 年度で終了したが、23 年度から関連する東アジア大気汚染

防止戦略検討推進業務に着手し、23 年９月に３か年を前提と

する企画競争を実施。平成 23 年度の事業実施に当たっては、

仕様書の見直しを検討したが、大気汚染排出インベントリ策定

等の技術的事項について熟知していることが求められること

から、再委託先を指定せざるを得ないとの結論に至った。なお、

当該理由及び金額を仕様書において明らかにすることによっ

て、契約における透明性を確保することとし、企画競争を行っ

たところ、１者が入札。 

平成 24、25 年度の契約に当たっては「調達手続に係る改善

方策について」に基づいて、企画書審査委員会において、前年

度の業務についての審査を行い、競争性のない随意契約を行う
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妥当性について認められた。なお、平成 24 年度以降は仕様書

の見直しを行い、再委託先を指定していない。 

また、今後、同様の契約方式で業務を行う必要がある際は、

企画書審査委員会で、妥当性を諮るなど、競争性のない随意契

約の在り方について毎年度見直しを行う。 整理番号 79 

 

⇒ 広域最終処分場計画調査（海面最終処分場の閉鎖・廃止適用

マニュアル策定に向けた調査）委託業務は、平成 22 年度に終

了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様の事業を実施する際は、

契約における競争性、透明性及び公平性を確保する観点から、

仕様書等で再委託先や再委託金額を指定しないことや、やむを

得ず指定する場合の取扱い等について徹底する。（※） 整理

番号 80 

 

⇒ 酸性雨モニタリング推進業務については、当該勧告を踏ま

え、平成 25 年度の事業実施に当たり、再委託先の指定を行わ

ないなど、仕様書の見直しを実施。今後も、引き続き同様の措

置を講ずる。なお、平成 25 年度も随意契約を行っている。 整

理番号 81 

 

⇒ 黄砂問題調査検討業務については、当該勧告を踏まえ、平成

25 年度の事業実施に当たり、仕様書の見直しを検討した。し

かし、黄砂観測用ライダー装置の開発を行った当該機関以外に

装置の適正な運転を行うための保守作業を行える機関が存在

せず、再委託先を指定せざるを得ないとの結論に至ったため、

仕様書別添に当該理由を明記し、透明性を確保した。今後も入

札を実施する際は、当該理由を仕様書において明らかにするこ
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とによって、契約における透明性を確保する。なお、当該事業

は、総合評価落札方式により入札を実施し、１者が入札。 整

理番号 82 

 

⇒ 京都メカニズムを利用した公害対策と地球温暖化対策のコ

ベネフィットの実現等に関する途上国等人材育成支援事業委

託業務は、平成 22 年度で終了したが、現在は、当該事業に関

連した二国間オフセット・クレジット制度の構築に係る途上国

等人材育成支援委託業務に着手。平成 25 年度の業務実施に当

たっては、再委託先の指定を行わないなど、仕様書の見直しを

行い、一般競争入札（総合評価落札方式）を実施したが、応札

は１者だった。次年度以降の調達においても調査結果の公開

（図書館での閲覧、ウェブページ掲載）、入札説明会の実施、

仕様書の見直しなど、引き続き同様の措置を講ずる。 整理番

号 83 

 

※ １回目のフォローアップでは、個別事業の改善措置状況等

について回答していなかったもの。 

 

(3) 競争性のある契約等における適切な評価、選定の実施の確保 

（所見） 

① 総合評価落札方式又は企画競争における提案内容等の審査

を行うに当たっては、公正性、公平性確保の観点から、審査時

間を十分確保するとともに、評価点の異常値の排除や、審査者

の選定において応札者・応募者との関係を精査すること。 

（説明） 

［問題を取り巻く環境］ 
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○ 国が締結する契約については、会計法第 29 条の５の規定に

基づき、原則として公平、公正な手続をもって実施される入札

によるものとされており、「政府系の公益法人が行う事業の横断

的見直しについて」（平成 22 年６月 15 日行政刷新会議決定）に

おいても、競争入札等により国等が公益法人向け支出を行って

いる場合において、競争性の発現が阻害されていることがない

かについて厳格な見直しを行い、実質的な競争性を確保するこ

ととされている。 

 

【実態及び問題点】 

 総合評価落札方式による一般競争入札及び企画競争における

提案書、企画書の審査において、審査者の配点が偏っている、特

定の項目の配点が偏っているなど、審査や評価の結果に関して公

平性、公正性の確保が十分図られていないおそれがある例があ

る。 

 

（調査結果） 

【外務省】（１件） 

○ 平和維持・構築分野における国連諸機関の活動評価（現地での

連携と調整）のための調査業務委嘱（平成 21 年度 企画競争） 

評価者５名のうち４名が他の事業者に高得点（100 点満点中 70

点、82 点、82 点、84 点）を付しているのに対し、残りの評価者

１名が極端に低い点数（43 点）を付している。 

なお、この結果、第１位と第２位の得点差が僅差となり、当該

契約の仕様書において、「第１位の得点を得た企画と僅差（第１

位の得点の５％以内）の企画がある場合は、同等の評価を得たも

のとみなし、見積価格のもっとも低い企画を採用」とされている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜改善状況＞ 

【外務省】 

→ 平和維持・構築分野における国連諸機関の活動評価（現地で

の連携と調整）のための調査業務委嘱事業は、平成21年度限り

の事業。なお、平成22年度に企画競争の実施の手引きが改定さ

れた結果、事業者選定に当たっては、各評価項目の最高点及び

最低点を除いた残りの得点を合計して評価点を算出する等の

評価点の異常値を排除するための改善措置を実施 

⇒ （平成 21 年度限り） 整理番号 84 
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ことから第２位であった法人が選定されている。 

 

【経済産業省】（１件） 

○ マイクロ波による精密ビーム制御技術の研究開発（平成 21 年

度 企画競争） 

本事業の企画書の審査において、発注者（経済産業省）が委嘱

した当該審査を行う外部有識者の中に、前年に同分野について広

くアドバイスを求めた研究者が含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境省】（１件） 

○ 日系静脈産業メジャーの海外展開促進のための情報発信・研修

企画等業務（平成 23 年度 総合評価落札方式） 

事実に関するものであることから、本来、審査者によって大き

な差が出ない項目である過去の類似業務実績の採点において、審

査者５名のうち１名が、提案書審査における上位２者のうち第２

位の者に極端に低い点を付している（第２位の者に対する４名の

採点は 37 点、45 点、45 点、45 点。これに対し、残る１名の採点

は 19 点）にもかかわらず、当該採点結果をそのまま使用してい

る。 

 

 

【経済産業省】 

→ マイクロ波による精密ビーム制御技術の研究開発について、

審査における公平性等を確保するため、当該勧告を踏まえ、同

様の事業を実施するに当たっては、提案事業に関与したことが

ある者を当該審査から除外する等の改善方策について平成 24

年度中に結論を得て、25 年度以降の事業者選定において改善措

置を講じる予定 

⇒ マイクロ波による精密ビーム制御技術の研究開発は、平成

24 年度で終了したが、当該事業の結果を踏まえ、現在は、太

陽光発電無線送受電技術の研究開発（平成 24 年度補正予算）

に着手。当該勧告を踏まえ、平成 25 年２月に行った企画競争

における審査委員の選定に当たっては、本事業において提案事

業に関与したことがある者を当該審査から除外する改善措置

が講じられている。 整理番号 85 

 

【環境省】 

→ 契約１件が個別指摘事項として勧告を受けたことを踏まえ、

公平性及び公正性を確保するため、総合評価落札方式による一

般競争入札及び企画競争における提案書、企画書の審査に当た

っては、事業者に対して求める能力等について審査者が共通の

認識を有して臨むこととするほか、適切な理由がなく他の審査

者と乖離した評価点が付けられていた場合には当該評価点を

排除すること等について、平成 25 年２月８日に、会計課から

全部局に対し通知（「調達手続に係る改善方策について」（平成

25 年２月８日環境会発第 1302083 号大臣官房会計課長通知）） 
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 ⇒ 日系静脈産業メジャーの海外展開促進のための情報発信・研

修企画等業務は、平成 24 年度で終了したが、当該事業の結果

を踏まえ、現在は、我が国循環産業海外展開事業化促進のため

の情報発信及び研修企画・運営等業務に着手。平成 25 年度の

事業者選定に当たっては、当該勧告を踏まえ、審査委員会にお

ける対応の見直しを行い、審査委員会の各委員において、当該

業務の内容や求める成果等について国内研修や国際展示会等

の企画に関する審査のポイント等を事前に共有することによ

り、共通の認識を有して審査に臨む等の改善措置を講じた上

で、平成 25 年９月に総合評価落札方式による入札を実施。次

年度以降の調達においても、評価点に異常値が生じないよう引

き続き審査会において各委員が共通の認識を有して審査を実

施する等の措置を講ずる。 整理番号 86 

 

（所見） 

② 事業者の事業遂行能力を的確に審査するとともに、履行不能

となった場合の責任の所在を明確にし、事業者に責任がある場

合には債務不履行に伴う適切な処理を行うこと。 

（説明） 

［問題を取り巻く環境］ 

  上記参照 

 

【実態及び問題点】 

 一般競争入札（総合評価落札方式）又は企画競争における提案

書、企画書の審査の方法が不適切である、未実施の業務に係る不

適切な処理が行われているなどにより、不適切な事業者の選定等

が行われているおそれがある例がある。 
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（調査結果） 

【外務省】（２件） 

○ オピニオンリーダー招待他３者招待事業委託業務（平成 22 年

度 企画競争） 

企画競争における採点において、採点者の１名が評価点の上限

を超えて加点している。 

 

 

○ 台頭する新興国と日本外交についての調査研究（平成 22 年度 

総合評価落札方式） 

本事業における一般競争入札において、落札者がいなかったた

め入札を不調とし、その後不落随意契約の価格交渉に着手してい

るが、その際に入札参加者に見積額を再提示させるのではなく、

発注者（外務省）から見積額を提示して、価格交渉を行っている。 

 

【厚生労働省】（２件） 

○ 原爆放射線による健康影響に関する国際交流調査研究事業（平

成 21 年度～23 年度 公募） 

仕様書で実施すべきとされている日本の専門家派遣、外国から

の研修生受入れ、海外被爆者生活環境調査及び国際シンポジウム

の開催の４つの業務に関して、平成 21 年度に実施することとさ

れていたアンケート調査については、履行期限までに完了してお

らず、また、22 年度に実施することとされていた情報収集につい

ても、事業実績報告書において、その履行状況を確認することが

できない。 

 

 

＜改善状況＞ 

【外務省】 

→ オピニオンリーダー招待他３者招待事業（平成 22 年度）に

ついて当該勧告で指摘のあった点は、ケアレスミスによる単純

な採点誤記であり、同様のことを可及的に防ぐべく、多重確認

等を実施 

⇒ 前回回答のとおり 整理番号 87 

 

→ 台頭する新興国と日本外交についての調査研究事業は、平成

22 年度限りの事業。平成 23 年度以降、別のテーマで同様の事

業を実施しているが、当該勧告を踏まえ、不落随意契約を実施

する際は、相手側より見積書を徴取した上で、価格交渉を実施  

⇒ 前回回答のとおり 整理番号 88 

 

 

【厚生労働省】 

→ 原爆放射線による健康影響に関する国際交流調査研究事業

は、当該勧告を踏まえ、受託者に対して、早急にアンケート調

査結果の取りまとめを行い、事業実績報告については、履行状

況を確認できる書類を提出するよう指示し、それぞれ書類が提

出されたところである。今後は、年度途中における業務進捗状

況の確認や関係書類の審査体制を強化し、再発を防止 

⇒ 前回回答のとおり 整理番号 89 
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○ 老人保健事業推進費等補助金（平成 21 年度 公募） 

本補助金は公募制を採用しているが、補助対象として優先的に

採択することとされている調査研究テーマの中に、本法人が運

用・改修等を行っている情報システムに関するものが含まれてお

り（テーマ名：介護報酬改定を反映した適正化システムの拡充に

関する調査研究事業）、競争的な選定がなされていない。 

 

 

【経済産業省】（２件） 

○ 省エネルギー設備導入等促進事業（省エネ家電等情報提供事

業）（平成 21 年度、23 年度 総合評価落札方式） 

本事業における、一般競争入札（総合評価落札方式）の公告に

おいて、提案書等の提出締切りが、平成 23 年３月 23 日 11 時、

開札時間が同日 16 時となっていることから、提出締切り間際に

複数の提案書等の提出があった場合、審査時間が５時間しかな

く、提案書審査のための十分な時間を確保できず、審査における

公正性、公平性を確保できないおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

○ 外国産業財産権制度支援事業（平成 21 年度、22 年度 企画競

争）及び産業財産権人材育成協力事業（平成 23 年度 企画競争） 

平成 21 年度の選定条件として、特許庁から公共交通機関を利

用して 30 分以内に研修室等を有していることが条件となってい

→ 老人保健事業推進費等補助金については、平成 22 年度に実

施要綱が改定されており、以後の公募においては、競争的な選

定が行われる調査研究テーマが設定されるよう改善措置を実

施。 

今後も、引き続き競争性を損なわないテーマ設定による公募

を実施し、事業者の事業遂行能力を的確に審査 

⇒ 前回回答のとおり 整理番号 90 

 

【経済産業省】 

→ 省エネルギー設備導入等促進事業（省エネ家電等情報提供事

業）は、審査時間の見直しを行い、平成 24 年度事業の実施に

当たっては審査時間を３日間確保。今後同様の事業を行う際

も、引き続き提案書審査のための十分な審査時間を確保 

⇒ 省エネルギー設備導入等促進事業（省エネ家電等情報提供事

業）は平成 24 年度で終了したが、類似の事業として、平成 25

年度省エネルギー設備導入等促進事業（スマートライフ情報提

供事業）を実施。平成 25 年度の事業者選定に当たり、当該勧

告を踏まえ、審査期間を２日間確保している。次年度以降の事

業者選定においても引き続き十分な審査時間の確保を行う。 

なお、類似事業ではあるものの、平成 25 年度は実施内容を

見直し新規事業として実施することとし、これと併せ早期執行

の観点から審査期間を２日に短縮。 整理番号 91 

 

→ 外国産業財産権制度支援事業（平成 23 年度は産業財産権人

材育成協力事業）は、選定条件の見直しを行い、平成 24 年度

から、選定条件について、特許庁から「30 分以内」としていた

研修室の条件を「１時間以内」とし適正化。今後同様の事業を
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るが、研修業務の一部再委託がなされている（財）海外技術者研

修協会は、特許庁から移動に１時間程度必要な場所にて研修の一

部を実施しており、条件に見合った場所で事業を実施していな

い。平成 22 年度、23 年度も同じ再委託先の法人が同じ場所で研

修を実施していたにもかかわらず、特許庁は当該条件の見直しを

行わず、同じ事業者を３年連続で選定している。 

 

【環境省】（１件） 

○ 使用済自動車再資源化の効率化及び合理化等推進調査業務（平

成 21 年度 総合評価落札方式） 

一般競争入札（総合評価落札方式）により事業者を選定した契

約において、仕様書で求められている主要部分の業務の履行が不

可能となった時点で、事業者の債務不履行の可能性について十分

な検討をせずに、事業者からの申出による契約変更を認めてい

る。 

 

行う際も、引き続き必要に応じて適切な選定条件を設定 

⇒ 措置済み 整理番号 92 

 

 

 

 

 

【環境省】 

→ 契約１件が個別指摘事項として挙げられたことを受け、契約

変更を行う場合は、変更しようとする内容が事業者に責任があ

るものではないか十分に確認する旨、平成 25 年２月８日に、

会計課から全部局に対し通知（「調達手続に係る改善方策につ

いて」（平成 25 年２月８日環境会発第 1302083 号大臣官房会計

課長通知）） 

なお、事業者に責任があると判断された場合には、契約の解

除等の債務不履行に伴う適切な処理を実施 

⇒ 使用済自動車再資源化の効率化及び合理化等推進調査業務

は、平成 21 年度に終了。当該勧告の趣旨を踏まえ、今後同様

の事業を実施する際は、仕様書で求められている主要部分の債

務の履行が不可能となった時点で事業者の債務不履行の可能

性について十分検証し、契約委員会においても確認する。 

なお、本件においては、債務不履行部分について、事業者に

一義的に責任があるものではなかったため、契約の解除等とは

せず、契約変更とした。（※） 整理番号 93 

 

※ １回目のフォローアップでは、個別事業の改善措置状況等

について回答していなかったもの。 
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(4)各府省の対応 

（所見） 

 各府省は、個別指摘事項の改善を図るとともに、それ以外のも

のについても、当省がチェック事項として整理した自己点検表を

参考にして、「公益法人に対する支出の公表・点検の方針につい

て」（平成 24 年６月１日行政改革実行本部決定）等に基づく点検・

見直しに活用するとともに、内閣官房は各府省の点検・見直し状

況の取りまとめを行うこと。 

 

 

 

＜改善状況＞ 

→ 国から公益法人に対する支出については、「「国から補助・委

託等を受けている公益法人に関する調査の結果に基づく勧告」

を踏まえた対応について」（平成 24 年８月２日付け事務連絡）

により、内閣官房から各府省に対し、「公益法人に対する支出

の公表・点検の方針について」（平成 24 年６月１日行政改革実

行本部決定）に基づく点検・見直しを行う際に、自己点検表を

活用するよう要請するとともに、平成 23 年度の公益法人への

支出に係る各府省が実施した点検・見直し結果を内閣官房にお

いて取りまとめ、平成 24 年９月 28 日に公表している。 

各府省においては、公益法人への支出の点検を行うに当た

り、自己点検表を活用し、契約方式や仕様書を見直したほか、

例えば、外務省においては、外部有識者を活用した外務省予算

監視・効率化チームや、外務省契約監視委員会において、一者

応札・一者応募等となっている公益法人との契約について審査

を行っている例もみられた。 

⇒ 国から公益法人に対する支出については、「国・独立行政法

人から公益法人に対する支出（23 年度分）のうち、１件１億

円以上の契約によるものの重点的な点検・見直しの結果につい

て」（平成 25 年５月 31 日内閣官房ホームページで公表）にお

いて、平成 25 年度に実施する公益法人に対する支出（24 年度

分）の点検・見直しを行う際に、より実効性のある点検・見直

しとなるよう、総務省行政評価局が示した「自己点検表」に基

づいて実施するよう要請し、各府省が実施した 24 年度の公益

法人への支出に係る点検・見直し結果を内閣官房において取り

まとめ、25 年 12 月 25 日に公表している。 

  各府省においては、公益法人への支出の点検を行うに当た
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り、引き続き自己点検表を活用し、受注実績を官公庁に限定し

ないよう参入要件を見直すなどの改善例がみられた。 

 

２ 公益法人等に対する権限付与の状況 

（所見） 

 透明性の確保の観点から、指定等の基準をインターネットで公

開していない制度を所管する府省は、その公開を行うこと。 

（説明） 

【実態及び問題点】 

 権限付与を行う府省は、透明性の確保の観点から、指定等の基

準をインターネットで公開するとともに、指定等の基準に関する

問合せ等には迅速に対応すること等とされているところである

（「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に

係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基

準」（平成 18 年８月 15 日閣議決定））。しかし、複数者指定等が

可能な 239 制度のうち 25 制度においてインターネットで指定等

の基準等を公開していない。 

 

＜改善状況＞ 

→ 指摘した 25 制度のうち、指定等の基準をインターネットで

公開したもの 16 制度、公開予定などのもの８制度。 

  このほか、指定制度が廃止される予定のもの１制度 

⇒ １回目のフォローアップ時に「公開予定」としていた８制度

は、いずれも指定等の基準をインターネットで公開。 

  また、廃止予定としていた１制度は、指定制度を廃止。 

（所見） 

 また、複数者指定等が可能な制度のうち、実態上一者指定等と

なっている制度で参入促進の取組を行っていない制度について

は、積極的な参入促進に努めること。 

（説明） 

【実態及び問題点】 

 制度上は複数者指定等が可能な制度のうち、実態上一者指定等

となっている 130制度における各府省の参入促進についての取組

状況をみると、59 制度においては、潜在的な担い手や制度のユー

＜改善状況＞ 

→ 指摘した 71 制度のうち、潜在的担い手に対するヒアリング

やインターネットで申請手続を分かりやすく公開するなどの

参入促進の取組を行ったもの 46 制度、参入促進の取組を行う

予定などのもの 21 制度。 

このほか、指定等の制度が廃止等されたもの３制度、権限付

与を行う事案が発生していないもの１制度 

⇒ 指摘した 71 制度のうち、潜在的担い手に対するヒアリング

やインターネットで申請手続を分かりやすく公開するなどの
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ザー等関係者へのヒアリング等の取組を行っているものの、上記

閣議決定で定められた指定等の基準の公開を行っていない 16 制

度を含む 71 制度においては参入促進への積極的な取組を行って

いない。 

 

参入促進の取組を行ったもの 66 制度、指定等の制度が廃止等

されたもの４制度、権限付与を行う事案が発生していないもの

１制度。 

 



（別紙）

回答概要 指摘契約等年度

整理
番号

概要
ページ 事例票No. 府省名 法人名 案件名

H21
年度

H22
年度

H23
年度

改善措置状況
→１回目のフォローアップ
⇒２回目のフォローアップ

1 6 （1）－ア－①ⅰ
環境省

（内閣府）
（公財）原子力環境整備促進・
       資金管理センター

放射性廃棄物処分の安全審査指針等に関する
調査
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→当該年度限りの事業
⇒－

2 4 （1）－ア－①ⅱ 厚生労働省 （財）麻薬・覚せい剤乱用防止
     センター

覚せい剤等撲滅啓発事業
（平成21年度 企画競争、22年度、23年度
総合評価落札方式）

○ ○ ○
→仕様書の見直しを実施
⇒仕様書の更なる見直しを実施

3 2 （1）－ア－①ⅲ 外務省 （社）国際交流サービス協会
21世紀パートナーシップ促進招へい事業
（平成21年度 公募）

○
→平成22年度以降改善済み
⇒措置済み

4 3 （1）－ア－①ⅳ 外務省 （社）国際交流サービス協会
オピニオンリーダー招待及び高級実務者招へ
い事業等接遇業務
（平成21年度 公募）

○
→平成22年度以降改善済み
⇒措置済み

5 3 （1）－ア－①ⅴ 外務省 （社）国際交流サービス協会
外国報道関係者招へい事業に係る業務一式
（平成21年度 最低価格落札方式）

○
→平成22年度以降改善済み
⇒措置済み

6 4 （1）－ア－①ⅵ 厚生労働省 （財）放射線影響研究所
原爆被爆者の免疫機能及び分子生物学等に関
する研究事業
（平成21年度～23年度 公募）

○ ○ ○
→仕様書の見直しを実施
⇒同様の措置

7 5 （1）－ア－①ⅶ 経済産業省 （財）日本自動車研究所
ＩＴＳの規格化事業
（平成21年度～23年度 企画競争）

○ ○ ○
→改善措置を検討中
⇒今後、過去の実績・経験を参
加要件とせずに調達を実施

8 7 （1）－ア－②ⅰ 外務省 （財）核物質管理センター

IAEA保障措置(包括的保障措置協定及び追加
議定書)実施に関する運用上の解説を含む我
が国の法体系調査、及び同調査結果に基づい
た英語版資料の作成
(平成21年度 企画競争)

○
→当該年度限りの事業
⇒－

9 7 （1）－ア－②ⅱ 経済産業省 （財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費
（工場のエネルギー使用状況調査事業）
（平成21年度、22年度 総合評価落札方式）

○ ○
→評価における実績部分の配点
比率を25％に引き下げ
⇒同様の措置

10 8 （1）－ア－②ⅲ 経済産業省 （財）省エネルギーセンター

新エネルギー等導入促進基礎調査（国際規格
エ ネ ル ギ ー マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム
（ISO/PC242）の運用時等における課題等分
析調査）
（平成21年度、22年度 総合評価落札方式）

○ ○

→評価における実績部分の配点
比率を30％に引き下げ
⇒評価における実績部分の配点
比率を20％に引き下げ

11 9 （1）－ア－②ⅳ 環境省 （財）日本環境協会
環境保全型製品購入促進事業
（平成22年度、23年度 総合評価落札方式）

○ ○
→改善措置を検討中
⇒評価における実績部分の配点
比率を30％以内に引き下げ

12 9 （1）－ア－②ⅴ 環境省 （財）日本環境衛生センター
公募型土壌汚染調査・対策技術実証試験評価
業務
（平成21年度、22年度 総合評価落札方式）

○ ○

→改善措置を検討中
⇒平成25年度は評価における実
績部分の配点比率が30％を超過
平成26年度からは同比率を30％
以内に引き下げ予定

13 10 （1）－ア－②ⅵ 環境省 （財）日本環境協会
製品テストの環境ラベルに与える影響調査業
務
（平成21年度、22年度 総合評価落札方式）

○ ○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

14 10 （1）－ア－②ⅶ 環境省 （財）日本環境協会
こどもエコクラブ事業委託業務
（平成21年度、22年度 総合評価落札方式）

○ ○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

15 14 （1）－イⅰ 経済産業省 （財）資源・環境観測解析センター
グローバル・リモートセンシング利用資源解
析強化事業
（平成21年度 総合評価落札方式）

○

→一般競争入札の実施は当該年
度限り
⇒一般競争入札の実施は当該年
度限り

16 17
（1）－イⅱ－01,
（1）－イⅱ－33

環境省 （財）日本環境協会
環境保全型製品購入促進事業
（平成22年度、23年度 総合評価落札方式）

（○） （○）
→改善措置を検討中
⇒説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を13日間確保

17 12 （1）－イⅱ－02 総務省 （財）原子力安全技術センター
原子力施設における現場指揮本部の設置・運
営等に関する調査検討業務
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→当該年度限りの事業
⇒－

18 25 （1）－イⅱ－03
環境省

（文部科学省）
（財）原子力安全技術センター

核燃料物質使用施設及び試験研究用原子炉施
設の許認可申請書等並びに核燃料物質使用施
設及び試験研究用原子炉施設の事故・トラブ
ル情報に関するデータベース整備
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を18日間確保

19 26 （1）－イⅱ－04
環境省

（文部科学省）
（財）原子力安全技術センター

核燃料サイクル施設等運転管理方策調査
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

20 13 （1）－イⅱ－05 農林水産省 （社）全国漁港漁場協会
地域活性化のためのプレジャーボート活用調
査事業
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→当該年度限りの事業
⇒－

個別指摘事項：６省延べ93件（契約等件数125件)

個別指摘事項一覧

1 



回答概要 指摘契約等年度

整理
番号

概要
ページ 事例票No. 府省名 法人名 案件名

H21
年度

H22
年度

H23
年度

改善措置状況
→１回目のフォローアップ
⇒２回目のフォローアップ

個別指摘事項：６省延べ93件（契約等件数125件)

個別指摘事項一覧

21 14 （1）－イⅱ－06 経済産業省 （財）資源・環境観測解析センター
グローバル・リモートセンシング利用資源解
析強化事業
（平成21年度 総合評価落札方式）

（○）

→一般競争入札の実施は当該年
度限り
⇒一般競争入札の実施は当該年
度限り

22 14 （1）－イⅱ－07 経済産業省 （財）省エネルギーセンター
エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費
（工場のエネルギー使用状況調査事業）
（平成21年度 総合評価落札方式）

（○）
→平成22年度以降改善済み
⇒前回回答のとおり

23 14 （1）－イⅱ－08 経済産業省 （財）日本エネルギー経済研究所

エネルギー環境総合戦略調査（ＩＥＡにおけ
るエネルギー効率指標を活用したセクター別
アプローチの制度構築に向けた検討）
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→平成22年度以降改善済み
⇒前回回答のとおり

24 15 （1）－イⅱ－09 経済産業省 （財）日本エネルギー経済研究所
国際エネルギー使用合理化等対策事業（省エ
ネルギー政策共同研究事業）
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→平成22年度以降改善済み
⇒措置済み

25 17 （1）－イⅱ－10 環境省 （財）日本環境衛生センター
環境測定分析統一精度管理調査業務
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を13日間確保

26 18
（1）－イⅱ－11,
（1）－イⅱ－18,
（1）－イⅱ－31

環境省 （財）日本環境協会
環境カウンセラー事業運営業務
（平成21年度～23年度 総合評価落札方式）

○ ○ ○
→改善措置を検討中
⇒説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を12日間確保

27 18 （1）－イⅱ－12 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
アジア太平洋環境開発フォーラム第二フェー
ズ（ＡＰＦＥＤⅡ）活動推進業務（平成21年
度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

28 18 （1）－イⅱ－13 環境省 （財）日本環境衛生センター
有害大気汚染物質モニタリング手法検討調査
業務
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を11日間確保

29 19 （1）－イⅱ－14 環境省 （財）日本環境協会
土壌環境リスクコミュニケーターに関する検
討調査業務
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

30 19 （1）－イⅱ－15 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
クリーンアジア・イニシアティブ推進事務局
運営等業務
（平成21年度 企画競争）

○
→改善措置を検討中
⇒説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を11日間確保

31 19 （1）－イⅱ－16 環境省 （財）日本環境衛生センター

広域最終処分場計画調査（海面最終処分場の
閉鎖・廃止適用マニュアル策定に向けた調
査）委託業務
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

32 12 （1）－イⅱ－17 厚生労働省 （財）麻薬・覚せい剤乱用防止
     センター

覚せい剤等撲滅啓発事業
（平成22年度 総合評価落札方式）

（○）
→平成23年度以降改善済み
⇒前回回答のとおり

33 20 （1）－イⅱ－19 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
アジア・コベネフィット・アプローチ推進
パートナーシップ構築に向けた調査検討業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

34 20 （1）－イⅱ－20 環境省 （財）日本環境衛生センター
化学物質環境実態調査精度管理等業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒調達方式を最低価格落札方式
に変更

35 21
（1）－イⅱ－21,
（1）－イⅱ－34

環境省 （財）地球環境戦略研究機関
地球温暖化対策に係る次期枠組検討関連調査
業務
（平成22年度、23年度 総合評価落札方式）

○ ○

→改善措置を検討中
⇒２事業に分割した上、一方は
説明会開催日から提案書提出締
切日までの期間を11日間確保、
もう一方は調達方式を最低価格
落札方式に変更

36 21 （1）－イⅱ－22 環境省 （財）日本環境協会
国際環境規制等情報提供体制検討業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

37 21 （1）－イⅱ－23 環境省 （財）日本自動車研究所
タイヤ単体騒音実態調査業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒調達方式を最低価格落札方式
に変更

38 22 （1）－イⅱ－24 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
アジア太平洋環境開発フォーラムに関する普
及支援当及び国際動向基礎調査業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

39 22 （1）－イⅱ－25 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
生物多様性条約第10回締約国会議運営支援等
業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

40 22 （1）－イⅱ－26 環境省 （財）日本環境衛生センター
有害大気汚染物質測定方法検討調査業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を11日間確保

41 23 （1）－イⅱ－27 環境省 （財）日本環境衛生センター
大気中微小粒子状物質成分分析ガイドライン
（仮称）作成等に係る調査検討業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業
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42 23 （1）－イⅱ－28 環境省 （財）日本環境協会
こどもエコクラブ事業委託業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

（○）
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

43 13 （1）－イⅱ－29 厚生労働省 （財）二十一世紀職業財団
ポジティブ・アクション促進のための総合的
情報提供事業
（平成23年度 企画競争）

○

→説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を10日間以上
確保
⇒措置済み

44 13 （1）－イⅱ－30 厚生労働省 （財）二十一世紀職業財団
両立支援に関する総合的情報提供事業
（平成23年度 総合評価落札方式）

○

→説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を10日間以上
確保
⇒措置済み

45 23 （1）－イⅱ－32 環境省 （財）日本環境衛生センター
日系静脈産業メジャーの海外展開促進のため
の情報発信・研修企画等業務
(平成23年度 総合評価落札方式)

○
→改善措置を検討中
⇒説明会開催日から提案書提出
締切日までの期間を11日間確保

46 12 （1）－イⅲ 外務省 （社）国際交流サービス協会
公邸派遣料理人に関する業務
（平成23年度 公募）

（○）

→平成24年度より新規派遣未実
施（26年度を目途に事業廃止予
定）
⇒平成24年度から新規派遣未実
施（26年度を目途に事業廃止予
定）

47 15 （1）－イⅳ 経済産業省 （財）日本エネルギー経済研究所
石油産業体制等調査研究（石油製品需給及び
価格動向調査）
（平成23年度 総合評価落札方式）

○

→開札日から履行開始日までの
期間を７日間確保
⇒開札日から履行開始日までの
期間を開庁日で５日間確保

48 16 （1）－イⅴ 経済産業省 （公財）原子力環境整備促進・
       資金管理センター

放射性廃棄物共通技術調査等委託費（放射性
廃棄物海外総合情報調査）
（平成21年度～23年度 総合評価落札方式）

○ ○ ○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒開札日から履行開始日までの
期間を11日間確保

49 24 （1）－イⅵ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
地球温暖化対策に係る次期枠組検討関連調査
業務
（平成23年度 総合評価落札方式）

（○）

→改善措置を検討中
⇒２事業に分割した上、開札日
から履行開始日（海外派遣に関
する支援業務）までの期間を１
か月程度確保

50 24 （1）－イⅶ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
低炭素社会国際研究ネットワーク運営実施業
務
（平成21年度 企画競争）

○

→改善措置を検討中
⇒平成26年度以降、業者決定日
から履行開始日までの期間を十
分確保する予定

51 25 （1）－イⅷ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
化学物質国際管理対応業務（平成21年度 最
低価格落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

52 28 （1）－ウⅰ
環境省

（内閣府）
（財）原子力安全技術センター

科学技術基礎調査等委託（耐震安全性評価手
法に関する基礎的・技術的調査）
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→当該年度限りの事業
⇒－

53 27 （1）－ウⅱ 外務省 （社）国際交流サービス協会
公邸派遣料理人に関する業務
（平成21年度～23年度 公募）

○ ○ ○

→平成24年度より新規派遣未実
施（26年度を目途に事業廃止予
定）
⇒平成24年度より新規派遣未実
施（26年度を目途に事業廃止予
定）

54 27 （1）－ウⅲ 環境省 （財）日本環境衛生センター
し尿処理システム等の改善に関するアジア・
ワークショップ実施等業務
(平成21年度、22年度 最低価格落札方式)

○ ○
→改善措置を検討中
⇒仕様書の記載内容を明確化

55 29 （1）－エⅰ 総務省 （社）デジタル放送推進協会
無線システム普及支援事業費等補助金（デジ
タル受信相談・対策事業）
（平成22年度 公募）

○
→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒２事業に分割

56 30 （1）－エⅱ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
地球温暖化対策に係る次期枠組検討関連調査
業務
（平成22年度、23年度 総合評価落札方式）

（○） （○）
→改善措置を検討中
⇒２事業に分割

57 30 （1）－エⅲ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
日中韓三カ国環境大臣会合等支援及び検討業
務
（平成23年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒２事業に分割

58 41 （2）－アⅰ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
アジア資源循環研究推進業務
（平成22年度、23年度 随意契約）

○ ○
→改善措置を検討中
⇒毎年度、競争性のある調達手
続により事業者を選定

59 42 （2）－アⅱ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
日中水環境パートナーシップ調査業務
（平成21年度～23年度 随意契約）

○ ○ ○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

60 42 （2）－アⅲ 環境省 （財）日本環境衛生センター
東アジア大気汚染防止戦略検討調査業務（平
成22年度 随意契約）

（○）
→改善措置を検討中
⇒同一事業者による事業継続の
必要性を審査

61 43 （2）－アⅳ 環境省 （財）日本環境衛生センター
ダイオキシン類生物検定法等簡易測定法実用
化検証事業
（平成21年度 随意契約）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業
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62 43 （2）－アⅴ 環境省 （財）日本環境協会
国際環境規制等情報提供体制検討業務
（平成21年度 随意契約）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

63 34 （2）－アⅵ 外務省 （社）国際交流サービス協会
「在外公館派遣員派遣」業務委託
（平成21年度～23年度 随意契約）

○ ○ ○

→競争性のある調達手続による
事業者選定の可能性を精査
⇒競争性のある調達手続による
事業者選定の可能性を精査

64 34 （2）－アⅶ 外務省 （社）国際交流サービス協会
「在外公館専門調査員」派遣契約
（平成23年度 随意契約）

○

→競争性のある調達手続による
事業者選定の可能性を精査
⇒競争性のある調達手続による
事業者選定の可能性を精査

65 43 （2）－アⅷ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
クリーンアジア・イニシアティブ推進事務局
運営等業務
（平成22年度 随意契約）

○
→改善措置を検討中
⇒毎年度、競争性のある調達手
続により事業者を選定

66 44 （2）－アⅸ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関
低炭素社会国際研究ネットワーク運営実施業
務
（平成22年度、23年度 随意契約）

○ ○
→改善措置を検討中
⇒同一事業者による事業継続の
妥当性を審査

67 44 （2）－アⅹ 環境省 （財）日本科学技術振興財団
クリアランス廃棄物情報管理システムアプリ
ケーション保守業務
（平成21年度、22年度 随意契約）

○ ○
→改善措置を検討中
⇒国庫債務負担行為による複数
年度契約

68 45 （2）－ⅹⅰ 環境省 （財）日本環境協会
エコリフォーム普及促進事業委託業務
（平成21年度、22年度 随意契約）

○ ○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

69 35 （2）－アⅹⅱ 経済産業省 （財）資源・環境観測解析センター
ハイパースペクトルセンサ・データの高度利
用に係る研究開発
（平成21年度～23年度 随意契約）

○ ○ ○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒同一事業者による事業継続の
妥当性等を外部有識者が精査

70 36 （2）－アⅹⅲ 経済産業省 （財）資源・環境観測解析センター
ハイパースペクトルセンサの校正・データ処
理等に係る研究開発
（平成23年度 随意契約）

○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒同一事業者による事業継続の
妥当性等を外部有識者が精査

71 36 （2）－アⅹⅳ 経済産業省 （財）資源・環境観測解析センター
石油資源遠隔探知技術研究開発
（平成23年度 随意契約）

○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒同一事業者による事業継続の
妥当性等を外部有識者が精査

72 37 （2）－アⅹⅴ 経済産業省 （財）資源・環境観測解析センター
グローバル・リモートセンシング利用資源解
析強化事業
（平成22年度、23年度 随意契約）

○ ○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒同一事業者による事業継続の
妥当性等を外部有識者が精査

73 38 （2）－アⅹⅵ 経済産業省 （財）無人宇宙実験システム研究
     開発機構

マイクロ波による精密ビーム制御技術の研究
開発
（平成22年度、23年度 随意契約）

○ ○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒今後同様の事業を実施する
際、初年度は企画競争により事
業者を選定。また、複数年度の
実施を要する場合には、契約金
額の妥当性等を外部有識者が精
査

74 38 （2）－アⅹⅶ 経済産業省
（財）無人宇宙実験システム研究
     開発機構

空中発射システムの研究開発
（平成22年度、23年度 随意契約）

○ ○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒同一事業者による事業継続の
妥当性等を外部有識者が精査

75 39 （2）－アⅹⅷ 経済産業省 （財）無人宇宙実験システム研究
     開発機構

次世代衛星基盤技術開発
（平成21年度 随意契約）

○
→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒既に終了した事業

76 39 （2）－アⅹⅸ 経済産業省
（財）無人宇宙実験システム研究
     開発機構

小型化等による先進的宇宙システムの研究開
発
（平成22年度、23年度 随意契約）

○ ○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒同一事業者による事業継続の
妥当性等を外部有識者が精査

77 40 （2）－アⅹⅹ 経済産業省
（財）無人宇宙実験システム研究
     開発機構

宇宙等極限環境における電子部品等の利用に
関する研究開発 実証衛星３号機等の開発
（平成23年度 随意契約）

○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒同一事業者による事業継続の
妥当性等を外部有識者が精査

78 46 （2）－イⅰ 環境省 （財）日本環境衛生センター
微小粒子状物質等曝露システム改善調査業務
（平成21年度 最低価格落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業
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79 46 （2）－イⅱ 環境省 （財）日本環境衛生センター
東アジア大気汚染防止戦略検討調査業務（平
成21年度 企画競争、平成22年度 随意契
約）

○ ○
→改善措置を検討中
⇒仕様書の見直しを実施

80 47 （2）－イⅲ 環境省 （財）日本環境衛生センター

広域最終処分場計画調査（海面最終処分場の
閉鎖・廃止適用マニュアル策定に向けた調
査）委託業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

81 47 （2）－イⅳ 環境省 （財）日本環境衛生センター
酸性雨モニタリング推進業務
（平成21年度～23年度 随意契約）

○ ○ ○
→改善措置を検討中
⇒仕様書の見直しを実施

82 47 （2）－イⅴ 環境省 （財）日本環境衛生センター
黄砂問題調査検討業務
（平成22年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒再委託先を指定する理由を仕
様書別添に明記

83 48 （2）－イⅵ 環境省 （財）地球環境戦略研究機関

京都メカニズムを利用した公害対策と地球温
暖化対策のコベネフィットの実現等に関する
途上国等人材育成支援事業委託業務
（平成21年度 随意契約）

○
→改善措置を検討中
⇒仕様書の見直しを実施

84 49 （3）－①ⅰ 外務省 （財）国際開発高等教育機構

平和維持・構築分野における国連諸機関の活
動評価（現地での連携と調整）のための調査
業務委嘱
（平成21年度 企画競争）

○
→当該年度限りの事業
⇒－

85 50 （3）－①ⅱ 経済産業省 （財）無人宇宙実験システム研究
     開発機構

マイクロ波による精密ビーム制御技術の研究
開発
（平成21年度 企画競争）

○

→平成25年度から事業者選定に
おいて改善措置を講じる予定
⇒提案事業に関与したことがあ
る者を当該審査から除外

86 51 （3）－①ⅲ 環境省 （財）日本環境衛生センター
日系静脈産業メジャーの海外展開促進のため
の情報発信・研修企画等業務
(平成23年度 総合評価落札方式)

（○）
→改善措置を検討中
⇒審査ポイント等について、事
前に審査員間で認識を共有

87 52 （3）－②ⅰ 外務省 （社）国際交流サービス協会
オピニオンリーダー招待他３者招待事業委託
業務
（平成22年度 企画競争）

○
→多重確認等を実施
⇒前回回答のとおり

88 52 （3）－②ⅱ 外務省 （一財）平和・安全保障研究所
台頭する新興国と日本外交についての調査研
究
（平成22年度 総合評価落札方式）

○

→不落随意契約の際は、相手側
より見積書を徴取した上で、価
格交渉を実施
⇒前回回答のとおり

89 52 （3）－②ⅲ 厚生労働省 （財）放射線影響研究所
原爆放射線による健康影響に関する国際交流
調査研究事業
（平成21年度～23年度 公募）

○ ○ ○
→業務が完了し、その履行状況
を確認
⇒前回回答のとおり

90 53 （3）－②ⅳ 厚生労働省 （社）国民健康保険中央会
老人保健事業推進費等補助金
（平成21年度 公募）

○
→平成22年度以降改善済み
⇒前回回答のとおり

91 53 （3）－②ⅴ 経済産業省 （財）省エネルギーセンター
省エネルギー設備導入等促進事業（省エネ家
電等情報提供事業）
（平成21年度、23年度 総合評価落札方式）

○ ○

→提案書の審査期間を３日間確
保
⇒提案書の審査期間を２日間確
保

92 54
（3）－②ⅵ,
（3）－②ⅶ

経済産業省 （社）発明協会

外国産業財産権制度支援事業
（平成21年度、22年度 企画競争）
産業財産権人材育成協力事業
（平成23年度 企画競争）

○ ○ ○
→仕様書の見直しを実施
⇒措置済み

93 54 （3）－②ⅷ 環境省 （財）日本環境衛生センター
使用済自動車再資源化の効率化及び合理化等
推進調査業務
（平成21年度 総合評価落札方式）

○
→改善措置を検討中
⇒既に終了した事業

※１ グレーで着色している契約等は、複数の指摘がなされているもの。

※２ 「指摘契約等年度」中の（ ）は、同一年度の契約で複数の指摘がなされているもの。
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